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督
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と
恩
赦
制
度

台
湾
総
督
府
文
書
の
恩
赦
記
録
か
ら

東

山

京

子

は
じ
め
に

一
、
台
湾
に
お
け
る
恩
赦
に
関
す
る
記
録

二
、
明
治
二
九
年
お
よ
び
三
〇
年
に
お
け
る
恩
赦
に
関
す
る
記
録

三
、
恩
赦
に
お
け
る
各
県
か
ら
の
報
告
と
台
湾
住
民
の
感
情

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

明
治
三
〇

(

一
八
九
七)

年
一
月
の
英
照
皇
太
后
崩
御
の
際
に
、
日
本
統
治
時
代
の
台
湾
に
お
い
て
初
め
て
恩
赦

(

１)

が
施
行
さ
れ
た

(

２)

。

以
降
、
台
湾
総
督
府
は
、
反
日
抵
抗
す
る
台
湾
人
に
、
特
に
匪
徒
刑
罰
令
違
反
者
に
対
し
て
恩
赦
を
執
行
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
台

湾
総
督
府
が
日
本
の
領
土
と
な
っ
た
台
湾
の
住
民
を
精
神
的
に
支
配
し
、
天
皇
の
赤
子
で
あ
る
こ
と
、
皇
恩
を
う
け
る
こ
と
の
で
き
る

天
皇
の
臣
下
で
あ
る
と
い
う
論
理
を
よ
り
台
湾
人
民
に
知
ら
し
め
る
た
め
に
、
恩
赦
と
い
う
制
度
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

本
国
政
府
や
台
湾
総
督
府
が
ど
の
よ
う
に
し
て
反
日
抵
抗
の
台
湾
人
を
懐
柔
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
一
つ

が
、
恩
赦
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
、
台
湾
総
督
府
が
恩
赦
を
統
治
政
策
上
に
一
つ
の
施
策
と
し
て
政
治
的
に
利
用
し
よ
う
と
し

た
の
は
、
こ
の
英
照
皇
太
后
崩
御
の
時
で
は
な
か
っ
た
。

恩
赦
と
い
え
ば
、
今
年
度
の
令
和
元
(

二
〇
一
九)

年
一
〇
月
一
八
日
に
、｢

復
権
令｣

及
び

｢

即
位
の
礼
に
当
た
り
行
う
特
別
恩

赦
基
準｣

が
閣
議
決
定
さ
れ

(

３)

、
一
〇
月
二
二
日
の
即
位
礼
正
殿
の
儀
に
あ
わ
せ
て
公
布
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
で
あ
ろ
う
。
こ

の
度
の
恩
赦
の
趣
旨
は
、｢

こ
の
慶
事
に
当
た
り
、
罪
を
犯
し
た
者
の
改
善
更
生
の
意
欲
を
高
め
さ
せ
、
そ
の
社
会
復
帰
を
促
進
す
る

と
い
う
刑
事
政
策
的
な
見
地｣

に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
、｢

国
民
感
情
、
特
に
犯
罪
被
害
者
や
そ
の
御
遺
族
の
心
情
等
に
配
慮

(

４)｣

し
た
上
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
回
実
施
す
る
恩
赦
の
種
類
と
対
象
は
、
ま
ず
、｢

政
令
恩
赦

(

５)｣

で
、(

一)

恩
赦
の
種
類
を
復

権
の
み
に
限
定
し
、
大
赦
及
び
減
刑
は
行
わ
な
い
こ
と
、(

二)
恩
赦
の
対
象
を
罰
金
刑
の
み
と
し
、
刑
の
執
行
終
了
ま
た
は
執
行
の

免
除
か
ら
即
位
礼
の
前
日
ま
で
に
三
年
以
上
を
経
過
し
て
い
る
者
の
み
に
限
定
し
て
い
る
。
次
に
、｢

特
別
基
準
恩
赦｣

で
、(

一)

病

気
等
で
長
期
間
刑
の
執
行
が
停
止
さ
れ
た
状
態
で
あ
り
、
な
お
長
期
に
わ
た
り
執
行
困
難
な
者
へ
の
執
行
を
免
除
、(

二)

刑
を
受
け

た
こ
と
が
社
会
生
活
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
罰
金
刑
の
執
行
終
了
者
へ
の
復
権
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

台湾総督府と恩赦制度 (東山) ���(���)



今
回
は
復
権
の
み
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
復
権
令
は
、
恩
赦
法

(

６)

第
九
条
の
規
程
に
基
付
き
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、
現
在
の
憲
法
下
に

お
け
る
恩
赦
と
し
て
は
一
一
回
目
で
あ
り
、
平
成
五

(

一
九
九
三)

年
の
天
皇
・
皇
后
両
陛
下
の
御
成
婚
以
来
二
六
年
ぶ
り
と
な
る
。

平
成
の
即
位
礼
正
殿
の
儀
の
恩
赦
に
お
い
て
は
約
二
五
〇
万
人
が
対
象
と
な
っ
た
が
、
今
回
は
、
犯
罪
被
害
者
保
護
の
観
点
を
重
視
し

規
模
を
縮
小
し
、
罰
金
刑
を
受
け
、
喪
失
・
停
止
と
な
っ
た
国
家
資
格
な
ど
を
再
び
取
得
で
き
る
と
い
う
も
の
で
、
公
民
権
も
回
復
す

る
。
今
回
の
恩
赦
を
受
け
る
も
の
は
約
五
五
万
人
で
、
約
八
割
は
速
度
超
過
や
酒
気
帯
び
な
ど
の
交
通
違
反
で
罰
金
刑
を
受
け
た
も
の

を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
選
挙
違
反
な
ど
の
公
職
選
挙
法
違
反
事
件
も
対
象
者
に
含
ま
れ
て
い
る

(

７)

。

現
憲
法
下
に
お
け
る
恩
赦
は
、
犯
罪
者
の
更
生
と
社
会
復
帰
促
進
が
目
的
で
あ
る
が
、
戦
前
の
日
本
統
治
下
台
湾
で
は
、
台
湾
人
の

懐
柔
が
最
重
要
課
題
で
あ
り
そ
の
対
策
に
恩
赦
が
利
用
さ
れ
る
と
い
う
政
治
的
恩
赦
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
た
め
、
台
湾
統
治

史
研
究
に
と
っ
て
被
支
配
者
で
台
湾
人
へ
の
恩
赦
の
適
用
は
、
台
湾
総
督
府
の
統
治
支
配
を
知
る
上
で
重
要
な
施
策
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
台
湾
人
へ
の
精
神
的
支
配
施
策
と
い
う
観
点
か
ら
も
問
い
直
す
意
義
は
大
き
い
と
言
え
る
。

台
湾
を
領
有
し
た
当
初
か
ら
台
湾
割
譲
に
激
し
く
抵
抗
し
て
い
た
漢
族
系
住
民
の
人
心
収
攬
に
苦
慮
し
て
い
た
台
湾
総
督
府
は
、
早

期
の
段
階
で
そ
の
施
策
の
一
つ
と
し
て
こ
の
恩
赦
制
度
の
導
入
を
謀
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
明
治
三
〇
年
の
皇
太
后
崩
御
に
お
け
る
大

赦
の
施
行
と
な
る
が
、
実
は
、
台
湾
総
督
府
は
こ
の
恩
赦
を
施
行
す
る
約
一
ヶ
月
前
の
明
治
二
九

(

一
八
九
六)

年
一
二
月
に
、
最
初

の
恩
赦
制
度
を
台
湾
に
お
い
て
施
行
す
る
た
め
に
、
勅
令
案
を
作
成
し
、
監
督
官
庁
で
あ
る
拓
殖
務
大
臣
へ
台
湾
総
督
が
裁
定
し
た
稟

議
書
を
一
二
月
一
六
日
に
送
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
英
照
皇
太
后
が
亡
く
な
る
前
に
、
恩
赦
案
を
作
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
勅
令
案
と
は
、｢

本
島
ニ
大
赦
令
発
布
ノ
件

(

８)｣

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
大
赦
令
発
布
に
関
す
る
台
湾
総
督
府
か

ら
の
稟
議
は
、
拓
殖
務
大
臣
に
よ
り
閣
議
に
提
出
さ
れ
な
い
ま
ま
廃
案
と
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
か
ら
僅
か
一
ケ
月
後
に
、
偶
然
に
も
英
照
皇
太
后
の
崩
御
と
い
う
事
態
が
起
り
そ
れ
ま
で
の
総
督
府
が
考
え
て
い
た
も
の
と
は
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違
っ
た
恩
赦
が
行
わ
れ
た
た
め
、
こ
の
総
督
府
の
恩
赦
案
は
幻
の
恩
赦
案
と
な
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
廃
案
と
な
っ
た
文
書
は
、
台
湾
総

督
府
に
お
い
て
、
永
久
保
存
文
書
と
し
て
保
存
管
理
さ
れ
て
い
た
。
か
か
る
処
理
を
行
っ
た
台
湾
総
督
府
で
あ
る
が
、
そ
の
実
態
は
、

台
湾
を
領
有
し
て
間
も
な
い
統
治
機
関
で
あ
り
、
稟
議
案
の
提
出
方
や
台
湾
総
督
府
の
意
思
を
反
映
し
た
文
書
の
保
存
方
な
ど
を
確
立

さ
せ
て
い
く
前
の
段
階
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
文
書
管
理
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
く
前
の
文
書
が
、
こ
の
大
赦
令
発
布
の
件
で
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
、
こ
の
文
書
を
詳
細
に
見
て
い
く
こ
と
は
、
台
湾
総
督
府
に
お
け
る
文
書
管
理
体
制
が
で
き
あ
が
る
前
の
文

書
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
こ
の
明
治
二
九
年
に
拓
殖
務
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
台
湾
総
督
府
の
大
赦
令
発
布
に
関
す
る
勅
令
案
が
、
拓
殖
務

省
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
と
も
に
、
台
湾
を
統
治
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
台
湾
総

督
府
が
ど
の
よ
う
に
恩
赦
制
度
を
使
用
し
て
い
っ
た
の
か
を
見
て
い
く
。
特
に
、
台
湾
割
譲
に
抵
抗
し
て
い
た
台
湾
住
民
、
特
に
台
湾

に
お
い
て
施
行
さ
れ
た
匪
徒
刑
罰
令
に
よ
り
罪
に
問
わ
れ
た
台
湾
人
に
対
し
て
、
天
皇
の
恩
恵
と
す
る
恩
赦
と
い
う
制
度
を
台
湾
人
の

懐
柔
政
策
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
し
た
台
湾
総
督
府
の
台
湾
統
治
に
お
け
る
実
態
を
解
き
明
か
し
て
い
く
。

一
、
台
湾
に
お
け
る
恩
赦
に
関
す
る
記
録

台
湾
に
お
け
る
恩
赦
の
特
徴
は
、
政
治
的
恩
赦
に
あ
る
。
台
湾
総
督
府
が
行
っ
た
の
は
、
政
治
犯
ま
た
は
台
湾
特
有
の
匪
徒
刑
罰
令

に
よ
る
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
囚
人
へ
の
恩
赦
で
、
代
表
的
な
恩
赦
は
、
明
治
三
〇
年
の
皇
太
后
崩
御
、
大
正
元
年
の
明
治
天
皇
の
大
喪

と
嘉
仁
天
皇
の
即
位
、
大
正
一
二

(

一
九
二
三)

年
の
摂
政
宮
裕
仁
皇
太
子
の
台
湾
行
啓
、
昭
和
元
年
の
大
正
天
皇
の
大
喪
と
裕
仁
天

皇
の
即
位
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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第一表 恩赦制度の施行一覧表

恩赦事由
施行された恩赦／法令名称・勅令番号

官報・台湾総督府報号数
台湾総督府文書
簿冊番号―件番号

英照皇太后大喪 ｢減刑令｣ 明治30年勅令７号(13)

｢大赦令｣ 明治30年勅令８号(14)

(明治30年１月31日官報号外)
｢諭告 皇太后陛下崩御台湾住民国事犯及凶徒大
赦｣ 明治30年諭告(15)

(明治30年２月20日官報4088号)
｢監獄 大赦及減刑｣ 明治30年監獄(16)

(明治30年３月６日官報4100号)

00062�29
04529�14･15･16
00135�34～47
00249�19
09110�1
09752�20
09770�6～8

朝鮮併合 ｢大赦令｣ 明治43年勅令325号(17)

(明治43年８月29日官報号外)
｢大赦令施行手続｣ 明治43年統監府訓令第17号(18)

(明治43年８月29日官報第8163号)

明治天皇大喪 ｢詔書 恩赦令｣ 大正元年詔書(19)

(大正元年９月14日府報号外)
(大正元年９月22日府報第36号)

｢恩赦令｣ 大正元年勅令23号(20)

(大正元年9月26日官報号外・府報号外)
｢大赦令｣ 大正元年勅令24号(21)

(大正元年９月26日官報号外・府報号外)
｢諭告 恩赦令｣ 大正元年諭告１号(22)

(大正元年９月26日府報号外)
(大正元年10月11日官報60号)

｢大赦令執行｣ 大正元年告示29号(23)

(大正元年９月28日府報40号)
(大正元年10月11日官報60号)

｢恩赦令施行規則｣ 大正２年府令第44号(24)

(大正２年４月24日府報202号)

01932�111
01943�11～25
01944�1～13
01945�1～11
01946�1～6
05493�8～24
05500�4・5
11134

照憲皇太后大喪 ｢減刑令｣ 大正３年勅令104号(25)

(大正３年５月24日官報号外・府報号外)
(大正３年６月３日府報第504号)

02258�7・8

大正天皇大礼 ｢詔書 恩赦令｣ 大正４年詔書(26)

(大正４年11月19日府報888号)
(大正４年11月10日府報号外・官報号外)

｢減刑令｣ 大正４年勅令205号(27)

(大正４4年11月10日府報号外・官報号外)
(大正４年11月19日府報第888号)

｢諭告｣ 大正４年諭告１号(28)

(大正４年11月10日府報号外)

02398�4～38

裕仁親王成年式 大正８年 特赦 02953�8～18
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大正９年 ｢恩赦令施行規則｣ 大正９年府令第75
号(29)

(大正９年９月１日府報号外)

皇太子台湾行啓 大正12年 減刑(30) 07170�5
07171�1～8
07172�1～6�
07173�1～6
07174�1～8
07175�1～5
07176�1～6
07177�1～6
07178�1～5
07179�1～7
07180�1～10
07181�1～8
07182�1～7
07183�1～6
07184�1～6
07185�1～7
07186�1～9
07187�1～8

裕仁親王成婚 ｢詔書 減刑令｣ 大正13年詔書(31)

(大正13年１月26日官報号外)
(大正13年２月７日府報3156号)

｢減刑令｣ 大正13年勅令10号(32)

(大正13年１月26日官報号外)
(大正13年２月７日府報3156号)

03839�8･9 破損

普通選挙法公布 大正14年 特赦

大正天皇大喪 ｢詔書 恩赦令｣ 昭和２年詔書(33)

(昭和２年２月７日官報号外・府報号外
・昭和２年２月15日府報号外)

｢大赦令｣ 昭和２年勅令11号(34)

(昭和２年２月７日官報号外・府報号外
・昭和２年２月15日府報号外)

｢減刑令｣ 昭和２年勅令12号(35)

(昭和２年２月７日官報号外・府報号外)
・昭和２年２月15日府報号外)

｢復権令｣ 昭和２年勅令13号(36)

(昭和２年２月７日官報号外・府報号外
・昭和２年２月15日府報号外)

｢諭告 恩赦令｣ 諭告１号(37)

(昭和２年２月７日府報号外)
｢大赦令施行｣ 告示13号(38)

(昭和２年３月10日官報56号)

11130
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明
治
二
二

(

一
八
八
九)

年
二
月
一
一
日
に
施
行
さ
れ
た
皇
室
典
範
第
一
六
条
に
は
、

｢

天
皇
ハ
大
赦
特
赦
減
刑
及
復
権
ヲ
命
ス｣

と
、
そ
の
内
容
は
、｢

大
赦
ハ
特
別
ノ
場
合
ニ

於
テ
殊
例
ノ
恩
典
ヲ
施
行
ス
ル
者
ニ
シ
テ
一
ノ
種
類
ノ
犯
罪
ニ
対
シ
之
ヲ
赦
ス
ナ
リ
特
赦

ハ
一
個
犯
人
ニ
対
シ
其
ノ
刑
ヲ
赦
ス
ナ
リ
減
刑
ハ
既
ニ
宣
告
セ
ラ
レ
タ
ル
ノ
刑
ヲ
減
ス
ル

ナ
リ
復
権
ハ
既
ニ
剥
奪
セ
ラ
レ
タ
ル
ノ
公
権
ヲ
復
ス
ル
ナ
リ

(

９)｣

と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
特

別
の
場
合
に
お
い
て
、｢

殊
例
ノ
恩
典
ヲ
施
行
ス
ル｣

も
の
が
大
赦
で
あ
る
。
明
治
二
二

年
以
前
に
お
け
る
恩
赦
に
つ
い
て
は
、
明
治
天
皇
の
元
服
大
礼
に
お
け
る
大
赦
令

(

�)

、
明
治

天
皇
の
即
位
大
礼
お
よ
び
改
元
に
お
け
る
減
刑
令

(

�)

お
よ
び
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
に
お
け

る
大
赦
令

(

�)

が
施
行
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
台
湾
を
領
有
し
た
明
治
二
八

(

一
八
九
五)

年
か
ら
昭
和
二
〇

(
一
九
四
五)

年
ま
で
の
本
国
政
府
に
よ
る
恩
赦
施
行
と
台
湾
に
お
け
る
恩
赦
の
施
行
に

つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
本
国
政
府
と
台
湾
に
施
行
し
た
恩
赦
に
つ
い
て
、
恩
赦

等
の
法
令
発
令
に
関
わ
る
恩
赦
の
事
由
、
恩
赦
の
法
令
名
称
・
勅
令
番
号
・
官
報
掲
載
日
・

台
湾
総
督
府
報
掲
載
日
、
ま
た
は
施
行
さ
れ
た
恩
赦
、
さ
ら
に
、
台
湾
で
の
施
行
に
関
す

る
台
湾
総
督
府
文
書
の
簿
冊
番
号
お
よ
び
件
番
号
を
纏
め
て
一
覧
表
に
し
た
も
の
が
第
一

表
で
あ
る
。
本
表
に
は
、
恩
赦
令
お
よ
び
恩
赦
令
施
行
細
則
改
正
の
法
令
を
含
め
る
。

こ
の
表
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。
恩
赦
の
形
が
整
う
の
は
、
明
治
天

皇
崩
御
の
際
の
大
正
元

(

一
九
一
二)

年
九
月
一
四
日
に
詔
書
が
発
せ
ら
れ
て
か
ら
で
あ
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り
、
同
年
九
月
二
六
日
に
恩
赦
令
が
初
め
て
制
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で
発
せ
ら
れ
た
も
の
は
、
証
書
と
諭
告
で
あ
る
が
、
そ
の
詔
書
に
は
、

｢
朕
処
ニ
大
故
ニ
遭
ヒ
哀
矜
巳
マ
ス
前
典
ヲ
繹
ネ
テ
恵
沢
ヲ
遠
邇
ニ
浴
カ
ラ
シ
メ
以
テ
朕
カ
罔
極
ノ
哀
ヲ
申
ヘ
ム
コ
ト
ヲ
念
ヒ
特
ニ
有

司
ニ
命
シ
テ
恩
赦
ヲ
行
ハ
ム
ト
ス
百
僚
有
衆
其
レ
朕
カ
意
ヲ
体
セ
ヨ

(

�)｣

と
記
さ
れ
、
諭
告
で
は
、｢

爰
ニ
天
崩
憂
闇
ノ
時
ニ
贋
リ
テ
畏

ク
モ
恩
赦
令
ヲ
宣
布
シ
給
フ
恭
ク
惟
ル
ニ
天
皇
陛
下
睿
哲
文
明
克
ク
諧
フ
ル
ニ
孝
ヲ
以
テ
セ
ラ
レ
践
祚
改
元
ト
倶
ニ
永
ク
仁
恵
ヲ
爾
儕

ニ
錫
フ
洵
ニ
是
レ
慎
終
追
遠
ノ

叡
慮
ニ
シ
テ
普
天
率
土
誰
カ
感
泣
セ
サ
ラ
ン
爾
等
当
ニ
恐
懼
シ
テ

聖
旨
ノ
存
ス
ル
攸
ヲ
奉
体
シ
夙

夜
激
�
シ
テ
優
渥
ナ
ル

皇
恩
ニ
奉
答
ス
ル
コ
ト
ヲ
期
セ
ヨ

(

�)｣

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
面
に
は
、｢

恵
沢｣

、｢

追
遠｣

、｢

罔
極｣

と
い
っ

た
言
葉
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
お
り
、
最
後
に
は

｢

皇
恩
ニ
奉
答
ス
ル
コ
ト
ヲ
期
セ
ヨ｣

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
恩
赦
は
、
天
皇
の
恵
み
や

情
け
で
あ
り
、
そ
の
恩
に
報
い
る
よ
う
に
と
命
じ
て
い
る
。
そ
の
後
の
昭
和
八
年
に
お
け
る
皇
太
子
裕
仁
親
王
成
婚
の
儀
に
お
い
て
も
、

｢

広
ク
其
ノ
慶
福
ヲ
頒
タ
ム
コ
ト
ヲ
念｣

じ
、｢

爾
有
衆
其
レ
克
ク
朕
カ
意
ヲ
体
セ
ヨ

(

�)｣

と
、
広
く
民
衆(

臣
民)

に
慶
福
を
分
け
与
え
、

民
衆

(

臣
民)

は
こ
の
慶
福
を
理
解
し
、
良
い
行
動
を
と
る
よ
う
に
と
命
じ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
九
月
二
六
日
に
発
令
さ
れ
た
恩
赦
令

(

�)

を
見
て
い
く
が
、
本
恩
赦
令
に
よ
り
、
大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
復
権
な
ど
が
次
の

よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。

第
二
条

大
赦
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
罪
ノ
種
類
ヲ
定
メ
之
ヲ
行
フ

第
三
条

大
赦
ハ
別
段
ノ
規
定
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
大
赦
ア
リ
タ
ル
罪
ニ
付
左
ノ
効
力
ヲ
有
ス

一

刑
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ニ
付
テ
ハ
其
ノ
言
渡
ハ
将
来
ニ
向
テ
効
力
ヲ
失
フ

二

未
タ
刑
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
サ
ル
者
ニ
付
テ
ハ
公
訴
権
ハ
消
滅
ス

第
四
条

特
赦
ハ
刑
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
特
定
ノ
者
ニ
対
シ
之
ヲ
行
フ
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第
五
条

特
赦
ハ
刑
ノ
執
行
ヲ
免
除
ス
但
シ
特
別
ノ
事
情
ア
ル
ト
キ
ハ
将
来
ニ
向
テ
刑
ノ
言
渡
ノ
効
力
ヲ
失
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
条

減
刑
ハ
刑
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ニ
対
シ
勅
令
ヲ
以
テ
罪
若
ハ
刑
ノ
種
類
ヲ
定
メ
之
ヲ
行
ヒ
又
ハ
刑
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ

ル
特
定
ノ
者
ニ
対
シ
之
ヲ
行
フ

第
七
条

勅
令
ニ
依
ル
減
刑
ハ
別
段
ノ
規
定
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
将
来
ニ
向
テ
刑
ヲ
変
更
ス

特
定
ノ
者
ニ
対
ス
ル
減
刑
ハ
刑
ノ
執
行
ヲ
減
軽
ス
但
シ
特
別
ノ
事
情
ア
ル
ト
キ
ハ
刑
ヲ
変
更
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
八
条

刑
ノ
執
行
猶
予
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
刑
ノ
言
渡
ノ
効
力
ヲ
失
ハ
シ
ム
ル
特
赦
若
ハ
刑
ヲ
変
更
ス
ル
減
刑

ヲ
行
ヒ
又
ハ
其
ノ
減
刑
ト
共
ニ
猶
予
ノ
期
間
ヲ
短
縮
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
九
条

復
権
ハ
刑
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
為
法
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
資
格
ヲ
喪
失
シ
又
ハ
停
止
セ
ラ
レ
タ
ル
特
定
ノ
者
ニ
対
シ

之
ヲ
行
フ

第
十
条

復
権
ハ
将
来
ニ
向
テ
資
格
ヲ
回
復
ス

復
権
ハ
特
定
ノ
資
格
ニ
付
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得

第
十
一
条

刑
ノ
言
渡
ニ
基
ク
既
成
ノ
効
果
ハ
大
赦
、
特
赦
、
減
刑
又
ハ
復
権
ニ
因
リ
変
更
サ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ

第
十
二
条

特
赦
、
特
定
ノ
者
ニ
対
ス
ル
減
刑
又
ハ
復
権
ハ
司
法
大
臣
之
ヲ
上
奏
ス

第
十
三
条

刑
ノ
言
渡
ヲ
為
シ
タ
ル
裁
判
所
ノ
検
事
又
ハ
受
刑
者
ノ
在
監
ス
ル
監
獄
ノ
長
ハ
司
法
大
臣
ニ
特
赦
又
ハ
減
刑
ノ
申
立

ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

監
獄
ノ
長
前
項
ノ
申
立
ヲ
為
ス
場
合
ニ
於
テ
ハ
刑
ノ
言
渡
ヲ
為
シ
タ
ル
裁
判
所
ノ
検
事
ヲ
経
由
ス
ヘ
シ

第
十
四
条

特
赦
又
ハ
減
刑
ノ
申
立
書
ニ
ハ
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス
ヘ
シ

一

判
決
ノ
謄
本
又
ハ
抄
本
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二

刑
期
計
算
書

三

犯
罪
ノ
情
状
、
本
人
ノ
性
行
、
受
刑
中
ノ
行
状
、
将
来
ノ
生
計
其
ノ
他
参
考
ト
為
ル
ヘ
キ
事
項
ニ
関
ス
ル
調
査
書
類

第
十
五
条

刑
ノ
言
渡
ヲ
為
シ
タ
ル
裁
判
所
ノ
検
事
ハ
職
権
ヲ
以
テ
又
ハ
本
人
ノ
出
願
ニ
依
リ
司
法
大
臣
ニ
復
権
ノ
申
立
ヲ
為
ス

コ
ト
ヲ
得

復
権
ノ
出
願
ハ
刑
ノ
執
行
ヲ
終
リ
又
ハ
執
行
ノ
免
除
ア
リ
タ
ル
日
ヨ
リ
三
年
ヲ
経
過
シ
タ
ル
後
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ

得
ス

第
十
六
条

復
権
ノ
申
立
書
ニ
ハ
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス
ヘ
シ

一

判
決
ノ
謄
本
又
ハ
抄
本

二

刑
ノ
執
行
ヲ
終
リ
又
ハ
執
行
ノ
免
除
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
書
類

三

刑
ノ
執
行
ヲ
終
リ
又
ハ
執
行
ノ
免
除
ア
リ
タ
ル
後
ニ
於
ケ
ル
本
人
ノ
行
状
、
現
在
及
将
来
ノ
生
計
其
ノ
他
参
考
ト
為
ル
ヘ

キ
事
項
ニ
関
ス
ル
調
査
書
類

本
人
ノ
出
願
ニ
依
リ
申
立
ヲ
為
ス
場
合
ニ
於
テ
ハ
前
項
ノ
書
類
ノ
外
其
ノ
願
書
ヲ
添
附
ス
ヘ
シ

第
十
七
条

特
赦
、
減
刑
又
ハ
復
権
ノ
裁
可
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
司
法
大
臣
ハ
刑
ノ
言
渡
ヲ
為
シ
タ
ル
裁
判
所
ノ
検
事
ニ
特
赦
状
、

減
刑
状
又
ハ
復
権
状
ヲ
送
付
シ
之
ヲ
本
人
ニ
下
付
セ
シ
ム
ヘ
シ

第
十
八
条

大
赦
、
特
赦
、
減
刑
又
ハ
復
権
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
刑
ノ
言
渡
ヲ
為
シ
タ
ル
裁
判
所
ノ
検
事
ハ
判
決
ノ
原
本
ニ
其
ノ
旨

ヲ
附
記
ス
ヘ
シ

第
十
九
条

本
令
中
司
法
大
臣
ノ
職
務
ハ
軍
法
会
議
ニ
於
テ
刑
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ニ
付
テ
ハ
陸
軍
大
臣
又
ハ
海
軍
大
臣
、
朝

鮮
、
台
湾
、
関
東
州
又
ハ
帝
国
カ
治
外
法
権
ヲ
行
使
ス
ル
地
域
ニ
於
テ
刑
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ニ
付
テ
ハ
朝
鮮
総
督
、
台
湾
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総
督
、
関
東
都
督
又
ハ
外
務
大
臣
之
ヲ
行
ヒ
検
事
ノ
職
務
ハ
刑
ノ
言
渡
ヲ
為
シ
タ
ル
軍
法
会
議
ヲ
管
轄
ス
ル
長
官
其
ノ
軍
法
会

議
ノ
理
事
若
ハ
主
理
、
法
院
ノ
検
察
官
、
民
政
署
長
、
領
事
館
又
ハ
既
決
官
庁
之
ヲ
行
フ

こ
の
よ
う
に
、
恩
赦
令
が
制
度
化
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
明
治
四
一

(

一
九
〇
八)

年
勅
令
第
二
一
五
号
の

｢

特
赦
及
減

刑
ニ
関
ス
ル
件

(
�)｣
と
同
年
勅
令
第
二
一
六
号
の

｢

軍
法
会
議
ニ
於
テ
刑
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
特
赦
及
減
刑
ニ
関
ス
ル
件

(

�)｣

及
び
同
第
二

三
〇
号
の

｢

明
治
四
一
年
勅
令
第
二
一
五
号
ヲ
韓
国
、
台
湾
、
関
東
州
及
帝
国
カ
治
外
法
権
ヲ
行
使
ス
ル
地
域
ニ
於
ケ
ル
特
赦
及
減
刑

ニ
準
用
ス
ル
ノ
件

(

�)｣

は
廃
止
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
部
分
的
な
改
正
が
昭
和
二

(

一
九
二
七)

年
で
行
わ
れ
、
次
の
よ
う
に
三
つ
の
条
項

が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
改
正
さ
れ
た
恩
赦
令

(

�)

は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
九
条

復
権
ハ
刑
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
為
法
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
資
格
ヲ
喪
失
シ
又
ハ
停
止
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ニ
対
シ
勅
令
ヲ

以
テ
要
件
ヲ
定
メ
之
ヲ
行
ヒ
又
ハ
特
定
ノ
者
ニ
付
キ
之
ヲ
行
フ
但
シ
刑
ノ
執
行
ヲ
終
ラ
サ
ル
者
又
ハ
執
行
ノ
免
除
ヲ
得
サ
ル
者

ニ
対
シ
テ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ス

第
十
二
条

特
赦
又
ハ
特
定
ノ
者
ニ
対
ス
ル
減
刑
若
ハ
復
権
ハ
司
法
大
臣
之
ヲ
上
奏
ス

第
十
九
条

本
令
中
司
法
大
臣
ノ
職
務
ハ
軍
法
会
議
ニ
於
テ
刑
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ニ
付
テ
ハ
陸
軍
大
臣
又
ハ
海
軍
大
臣
、
朝

鮮
台
湾
関
東
州
南
洋
群
島
又
ハ
帝
国
カ
治
外
法
権
ヲ
行
使
ス
ル
地
域
ニ
於
テ
刑
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ニ
付
テ
ハ
朝
鮮
総
督
台

湾
総
督
関
東
長
官
内
閣
総
理
大
臣
又
ハ
外
務
大
臣
之
ヲ
行
ヒ
検
事
ノ
職
務
ハ
刑
ノ
言
渡
ヲ
為
シ
タ
ル
軍
法
会
議
ノ
検
察
官
、
法

院
ノ
検
察
官
、
領
事
官
又
ハ
犯
罪
既
決
官
庁
之
ヲ
行
フ
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こ
の
昭
和
二
年
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
復
権
令
が
制
定
さ
れ
、
恩
赦
令
の
第
九
条
の
復
権
に
関
わ
る
条
項

に
、
但
し
書
き
の
部
分
、
す
な
わ
ち
、｢

但
シ
刑
ノ
執
行
ヲ
終
ラ
サ
ル
者
又
ハ
執
行
ノ
免
除
ヲ
得
サ
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ

ス｣
が
追
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
改
正
理
由

(

�)

を
見
る
と
、
現
行
規
程
は
、
刑
の
言
渡
を
受
け
た
法
令
が
定
め
る
所
に
よ
り
資
格

を
喪
失
ま
た
は
停
止
さ
れ
た
者
に
対
し
て
個
別
的
に
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
個
別
的
復
権
で
は
、
恩
赦
の
趣
旨

に
は
適
さ
な
い
こ
と
、
現
に
、
特
定
人
に
対
し
て
個
別
的
に
行
う
べ
き
特
赦
の
外
に
、
勅
令
を
以
て
一
般
的
に
行
う
大
赦
が
あ
り
、
ま

た
、
減
刑
に
は
、
特
定
人
に
対
す
る
個
別
的
減
刑
の
外
に
勅
令
を
以
て
行
う
一
般
的
減
刑
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
権
衡
が
と
れ
て
い
な
い
。

そ
の
た
め
、
本
改
正
に
お
い
て
、
大
赦
、
特
赦
、
減
刑
の
例
に
倣
っ
て
、
復
権
も
従
前
の
如
く
特
定
人
に
対
し
て
個
別
的
に
行
う
も
の

と
勅
令
を
以
て
要
件
を
定
め
て
一
般
的
に
実
施
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
の
が
こ
の
改
正
の
理
由
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
復
権
は
、

刑
の
執
行
を
終
り
た
る
者
又
は
そ
の
執
行
の
免
除
を
得
た
者
に
対
し
て
の
み
行
う
も
の
で
、
こ
の
趣
旨
は
、
既
に
現
行
規
程
に
含
蓄
す

る
所
で
は
あ
る
が
、
本
案
を
以
て
さ
ら
に
明
瞭
に
す
る
べ
く
追
加
し
た
と
あ
る
。

つ
ま
り
、
主
な
理
由
と
し
て
は
、
大
赦
、
特
赦
、
減
刑
と
の
つ
り
合
い
を
と
る
た
め
と
、
刑
の
執
行
が
終
了
し
て
い
な
い
者
、
刑
の

執
行
免
除
を
得
ら
れ
な
い
者
に
対
し
て
、
恩
赦
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、

恩
赦
に
関
わ
る
法
務
部
の
解
釈
に
よ
っ
て
恩
赦
制
度
が
歪
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
明
文
化
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、

復
権
令
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
復
権
の
根
拠
を
明
確
に
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
明
治
三
一
年

の

｢

減
刑
令
執
行
方
ニ
関
シ
新
竹
庁
ヘ
指
令
並
ニ
各
庁
ヘ
通
達
ノ
件

(

�)｣

で
は
、
減
刑
令
執
行
に
関
し
、
台
北
監
獄
署
長
の
伺
に
対
す
る

通
達
に
つ
い
て
、
櫻
井
勉
新
竹
県
知
事
は
、
本
件
は
減
刑
令
で
は
な
く
、
大
赦
令
第
一
条
の
解
釈
に
係
わ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
、
台

湾
総
督
府
に
問
い
合
わ
せ
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
解
釈
に
よ
る
疑
義
が
発
生
し
て
い
た
。
こ
の
減
刑
令
お
よ
び
大
赦
令
の
第
一
条

と
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

中京法学��巻１・２号 (����年)���(���)



(
勅
令
第
七
号

減
刑
令)

第
一
条

本
令
発
布
以
前
ニ
於
テ
確
定
判
決
ヲ
受
ケ
タ
ル
囚
徒
ニ
シ
テ
其
ノ
執
行
前
又
ハ
執
行
中
ニ
係
ル
者
ハ
左
ノ
例
ニ
照
シ
テ

其
ノ
刑
ヲ
減
軽
ス

一

死
刑
ノ
判
決
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
其
ノ
罪
質
ニ
従
ヒ
無
期
徒
刑
又
ハ
無
期
流
刑
ト
ス

二

無
期
徒
刑
ノ
判
決
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
有
期
徒
刑
十
五
年
ト
シ
無
期
流
刑
ノ
判
決
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
有
期
流
刑
十
五
年
ト
ス

三

有
期
ノ
刑
ノ
判
決
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
其
ノ
刑
期
四
分
ノ
一
ヲ
減
ス
減
軽
シ
タ
ル
刑
期
法
律
ニ
定
メ
タ
ル
刑
期
ノ
範
囲
内
ニ

在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
次
第
ノ
刑
ノ
長
期
ト
ス

(

�)

(

勅
令
第
八
号

大
赦
令)

第
一
条

本
令
発
布
以
前
台
湾
ニ
於
テ
左
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
之
ヲ
赦
免
ス

一

刑
法
第
百
二
十
一
条
第
百
二
十
二
条
第
百
二
十
三
条
第
百
二
十
五
条
第
百
二
十
六
条
第
百
二
十
七
条
ニ
該
当
ス
ル
罪

二

刑
法
第
百
三
十
六
条
第
百
三
十
七
条
第
百
三
十
八
条
ニ
該
当
ス
ル
罪

(

�)

こ
の
第
一
条
の
解
釈
に
つ
い
て
、
元
法
務
部
長
の
高
野
孟
矩

(
�)

は
、

減
軽
ハ
発
布
前
ニ
判
決
サ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
雖
モ
減
刑
令
発
布
後
其
判
決
ノ
儘
確
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
尚
減
刑
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
シ

確
定
判
決
ナ
ル
文
字
ヲ
極
テ
広
義
ニ
解
釈
セ
リ
蓋
シ
是
レ
被
告
人
ヲ
シ
テ
可
成
多
岐
聖
恩
ニ
浴
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
図
リ
タ
ル
モ
ノ

ナ
ル
ヘ
シ
ト
雖
モ
確
定
判
決
ナ
ル
文
字
ハ
法
律
上
ノ
成
語
ニ
シ
テ
同
条
ニ
所
謂
確
定
判
決
ナ
ル
文
字
モ
刑
事
訴
訟
法
第
六
条
第
三
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項
ニ
掲
ク
ル
確
定
判
決
ニ
異
ナ
ラ
ス
即
チ
確
定
判
決
ト
ハ
上
訴
ヲ
以
テ
之
ヲ
攻
撃
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
又
ハ
其
性
質
上
ニ
テ
ハ
攻

撃
ス
ル
ヲ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ナ
ル
モ
己
ニ
攻
撃
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
場
合
ニ
立
到
リ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
謂
ヒ
前
法
務
部
長
解
釈
ノ
如
キ
広
義
ノ

意
義
ヲ
含
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
信
ス
ル
ナ
リ
若
シ
如
斯
格
段
ナ
ル
意
義
ヲ
有
セ
シ
ム
ル
ニ
於
テ
ハ
立
法
者
ハ
之
ヲ
明
晰
ニ

規
定
セ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
ナ
リ

要
ス
ル
ニ
同
令
施
行
後
ニ
於
テ
始
テ
判
決
ノ
確
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
対
シ
減
刑
ヲ
行
フ
ハ
新
竹
県
知
事
伺
ノ
通
其
穏
当
ナ
ラ
サ
ル
ニ

付
更
ニ
左
案
ノ
通
御
通
達
相
成
可
然
哉
仰
高
裁

(

�)

と
解
釈
し
て
、
確
定
判
決
と
い
う
も
の
を
広
義
に
考
え
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
高
野
前
法
務
部
長
の
広
義
の
意
義
を
含
有
す
る
も

の
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
も
立
法
者
は
明
晰
に
規
程
化
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

減
刑
令
執
行
ニ
関
ス
ル
明
治
三
十
年
民
法
第
二
一
号
通
達
ハ
現
存
ノ
モ
ノ
ナ
リ
ヤ
否
本
年
一
月
十
三
日
新
監
発
第
十
六
条
ヲ
以
テ

総
督
ハ
伺
出
相
成
候
処
右
ハ
自
今
消
滅
ノ
儀
ト
御
心
得
相
成
度
命
ニ
依
リ
此
段
及
通
達
候
也

(

�)

と
、
台
湾
総
督
府
は
、
明
治
三
十

(

一
八
九
七)

年
民
法
第
二
一
号
に
つ
い
て
は
、
同
年
一
月
一
三
日
の
新
監
発
第
一
六
号
を
も
っ
て

消
滅
し
た
こ
と
を
通
達
し
た
。
法
解
釈
に
よ
り
疑
義
が
生
じ
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
か
ら
も
、
新
竹
県
知
事
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
全

知
事
へ
も
周
知
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
、
恩
赦
と
い
っ
た
考
え
方
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
制
度
を
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
明
治

二
九
年
と
い
う
段
階
と
領
台
初
期
と
い
う
段
階
か
ら
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
生
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か

も
、
台
湾
総
督
府
と
い
う
、
特
に
内
地
か
ら
離
れ
し
か
も
独
立
的
性
格
の
強
い
機
関
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
も
そ
も
対
象
者
の
殆
ど
が
漢
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族
系
台
湾
人
で
あ
っ
た
こ
と
、
台
湾
独
自
の
法
に
よ
り
刑
に
服
し
て
い
た
も
の
も
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
運
用
解
釈
に
つ
い
て
様
々
な

考
え
が
出
て
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
、
台
湾
総
督
府
は
統
一
的
な
解
釈
基
準
を
定
め
各
地
方
長
官
に
示
す
必
要
が
あ
っ

た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
県
制
度
に
お
け
る
運
用
の
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
降
に
地
方
行
政
機
構
が
変
更
さ
れ
庁
制
度
に
な
っ

て
か
ら
は
こ
の
問
題
は
解
決
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
昭
和
二
年
以
降
は
、
大
赦
令
お
よ
び
減
刑
令
の
み
な
ら
ず
、
復
権
令
に
お
い
て
も
勅
令
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

こ
の
ほ
か
に
、
第
一
九
条
に
つ
い
て
は
、
南
洋
群
島
の
追
加
と
関
東
州
に
お
け
る
関
東
都
督
か
ら
関
東
長
官
へ
の
名
称
変
更
、
日
本

が
治
外
法
権
を
行
使
す
る
地
域
に
お
い
て
刑
の
言
い
渡
し
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
外
務
大
臣
ま
た
は
内
閣
総
理
大
臣
が
行
う
こ
と
に

な
る
。

次
い
で
、
恩
赦
令
制
定
と
と
も
に
、
大
正
二

(

一
九
一
三)

年
四
月
二
四
日
に
は
、
恩
赦
令
施
行
規
則

(

�)

が
定
め
ら
れ
る
。
そ
の
内
容

は
、

第
一
条

恩
赦
令
第
一
三
条
ニ
依
リ
監
獄
ノ
長
特
赦
又
ハ
減
刑
ノ
申
立
ヲ
為
ス
場
合
ニ
於
テ
ハ
申
立
書
ノ
送
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
検
察

官
ハ
必
要
ナ
ル
事
項
ニ
付
調
査
ヲ
為
シ
タ
ル
上
意
見
ヲ
附
シ
之
ヲ
進
達
ス
ヘ
シ

第
二
条

恩
赦
令
第
十
条
第
二
項
ニ
依
ル
復
権
ノ
申
立
書
ニ
ハ
回
復
ス
ヘ
キ
資
格
ノ
種
類
ヲ
明
記
ス
ヘ
シ

第
三
条

特
赦
、
減
刑
又
ハ
復
権
ノ
申
立
ヲ
理
由
ナ
シ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
旨
ヲ
検
察
官
又
ハ
検
察
官
ヲ
経
由
シ
テ
監
獄
ノ
長

ニ
通
知
ス

第
四
条

恩
赦
状
ノ
送
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
検
察
官
ハ
直
ニ
之
ヲ
本
人
ニ
下
付
ス
ヘ
シ
但
シ
本
人
在
監
中
ナ
ル
ト
キ
ハ
監
獄
ノ
長
ヲ
経
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由
ス
ヘ
シ

検
察
官
仮
出
獄
中
ノ
者
ニ
恩
赦
状
ヲ
下
付
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
旨
ヲ
住
居
ノ
地
ヲ
管
轄
ス
ル
地
方
法
院
ノ
検
察
官
、
監
獄
ノ
長

及
監
督
庁
、
支
庁
ニ
通
知
ス
ヘ
シ

本
人
他
ノ
法
院
ノ
管
轄
区
域
内
ニ
在
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
法
院
ノ
検
察
官
ニ
恩
赦
状
ノ
下
付
及
前
項
ノ
通
知
ヲ
嘱
託
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
五
条

恩
赦
状
ノ
送
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
検
察
官
恩
赦
令
第
十
八
条
ニ
依
リ
附
記
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
訴
訟
記
録
他
ノ
法
院
ノ

検
察
局
ニ
在
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
法
院
ノ
検
察
官
ニ
其
ノ
旨
ヲ
通
知
ス
ヘ
シ

第
六
条

恩
赦
状
ヲ
本
人
ニ
下
付
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
検
察
官
ハ
速
ニ
其
ノ
旨
ヲ
台
湾
総
督
ニ
申
報
ス
ヘ
シ

と
、
こ
れ
に
よ
り
申
立
書
の
送
付
、
恩
赦
状
を
受
け
た
際
の
通
知
方
な
ど
の
細
則
が
定
め
ら
れ
た
た
め
、
恩
赦
に
お
け
る
文
書
の
発
送

か
ら
執
行
方
が
規
定
通
り
に
行
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

二
、
明
治
二
九
年
お
よ
び
三
〇
年
に
お
け
る
恩
赦
に
関
す
る
記
録

台
湾
に
お
い
て
施
行
さ
れ
た
初
め
て
の
大
赦
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
明
治
三
〇
年
一
月
一
九
日
の
英
照
皇
太
后
の
崩
御
に
お
け

る
大
赦
令

(

�)

で
あ
る
。
そ
れ
が
、
一
月
一
四
日
に

｢

皇
太
后
陛
下
ノ
大
喪
ニ
際
シ
台
湾
新
附
ノ
民
ニ
恵
沢
ヲ
施
サ
ム
カ
為
大
赦
ヲ
行
フ
ノ

件(

�)｣

と
し
て
、
監
督
省
の
拓
殖
務
省
と
協
議
の
上
で
閣
議
に
供
し
、｢
恵
沢
ヲ
施
シ
台
湾
新
附
ノ
民
ヲ
シ
テ
浴
ク
皇
化
ニ
霑
ハ
シ
メ
ム

カ
為
勅
令
第
七
号
ニ
依
リ
減
刑
ヲ
行
ワ
シ
ム
ル
ノ
外

(

�)｣

に
勅
令
第
八
条
と
し
て
大
赦
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
大
赦
が
、
明
治
三
〇
年
一
月
に
初
め
て
台
湾
に
施
行
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
実
は
、
台
湾
総
督
府
は
こ
れ
よ
り
前
の
明
治
二
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九
年
一
一
月
二
六
日
に
、
樺
山
資
英
総
督
か
ら
高
嶋
鞆
之
助
拓
殖
務
大
臣
に

｢

本
島
ニ
大
赦
令
発
布
ノ
件

(

�)｣

と
し
て
台
湾
人
へ
の
大
赦

を
行
う
べ
き
施
策
案
を
政
府
に
求
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
施
策
案
は
、
台
湾
総
督
府
の
文
書
管
理
を
考
え
る
上
で
重
要
な
文
書
と
な
る
た
め
、
鑑
文
書
か
ら
全
文
を
史
料
と
し
て
掲
載
す

る
。
そ
の
大
赦
令
発
布
に
関
す
る
案
件
と
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

【
史
料
一
―
一
】

〈
欄
外
〉

｢

明
治
廿
九
年
十
二
月
十
六
日
発
送
済｣

｢

法
民
発
第
五
三
一
号｣

｢

永
久
一
一
ノ
五
・
一
号
・
三
葉｣

(
鈴
木)

朱
印

削[

要
再
回]

楠
瀬
幸
彦

(

�)

か
？

急

〈
本
文
〉

明
治
二
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

軍
務
局
長

[

立
見]

朱
印[

海
軍
部]

(

橋
元)

朱
印(
中
山)

朱
印

[

陸
第
一
課]

楠
瀬
幸
彦

(

�)
か
？

(

第
二
課)

法
務
部
長

(

高
野
孟
矩)

花
押

刑
事
課
長

(

甲
子
造)
朱
印

総
督

[

乃
木
希
典｣

朱
印
削

[[

海
軍
部
長]]
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民
政
局
長

(

水
野
遵)

花
押

｢

十
二
月
十
六
日
裁
定｣

総
務
部
長

(

水
野
遵)

花
押

文
書
課
長

(

佐
野)

朱
印(

伊
藤)

朱
印

｢
民
法
第
一
一
五
号｣

参
事
官

(

大
島)

朱
印

大
赦
令
発
布
ノ
件

大
赦
令
発
布
ノ
義
左
ノ
如
ク
拓
殖
務
大
臣
ニ
御
稟
議
相
成
可
然
哉
按
ヲ
具
シ
テ
茲
ニ
仰
高
批

按

惟
フ
ニ
昨
年
五
月
台
湾
譲
受
以
来
補(
唐
景
�)

劉
永
福
及
之
ニ
附
和
随
従
シ
タ
ル
者
ノ
反
抗
ヲ
始
メ
ト
シ
土
匪
暴
民
ノ
各
処
ニ
団
集

蜂
起
シ
テ
我
総
督
府
ノ
軍
政
及
民
政
ニ
敵
対
シ
之
カ
渋
滞
ヲ
来
サ
シ
メ
タ
ル
小
暴
動
ニ
至
リ
テ
ハ
其
数
決
シ
テ
尠
削[

ナ]

シ
ト
セ
ス

是
削[

ニ]

蓋
削[

シ]

台
湾
ハ
数
百
年
来
清
国
ノ
治
下
ニ
属
シ
テ
永
ク
其
徳
沢
ヲ
受
ケ
タ
ル
其
一
方
ニ
於
テ
ハ
未
タ
我
帝
国
ノ

皇

化
ニ
浴
ス
ル
ノ
遑
ナ
キ
ニ
原
因
セ
ス
ン
ハ
ア
ラ
ス
随
テ
其
間
亦
大
ニ
監
察
ス
ヘ
キ
情
状
ア
ル
ヲ
認
ム
加
之
今
ヤ
行
政
日
ニ
其
歩
武
ヲ
進

ム
ル
ニ
当
リ
彼
等
亦
我

皇
ノ
御
聖
徳
ニ
感
シ
先
非
ヲ
悔
ヒ
首
出
シ
テ
罪
ヲ
待
ツ
者
日
ニ
多
キ
ヲ
加
フ
ル
ニ
至
レ
リ
此
際
訂[

是]

(

此)

等
ノ
犯
人
ニ
一
々
厳
刑
ヲ
当
行
ス
ル
ハ
深
遠
無
涯
ナ
ル

皇
徳
ニ
相
副
ハ
サ
ル
ノ
恐
削[

レ]

ア
リ
故
ニ
我
刑
法
ニ
於
ケ
ル
内

乱
ニ
関
ス
ル
罪
兇
徒
聚
衆
ノ
罪
官
吏
ノ
職
務
ヲ
行
フ
ヲ
妨
害
ス
ル
罪
及
台
湾
刑
罰
令
第
十
三
条
第
十
四
条
ノ
罪
ニ
対
シ
大
赦
ヲ
行
ハ
セ

ラ
レ
ン
ニ
ハ
台
湾
従
来
ノ
住
民
ヲ
シ
テ
天
日
ヲ
拝
ス
ル
ノ
思
削[
ヒ]
ア
ラ
シ
メ

皇
威
ニ
服
シ

皇
徳
ニ
浴
訂[

シ
千
古
ノ
皇
室

ノ
良
臣
良
民
タ
ラ]

(

セ)

シ
ム
ル
訂[

ヽ]
(

ハ)

敢
テ
難
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
相
信
候
仍
テ
別
紙
ノ
如
ク
大
赦
令
御
発
布
相
成
候
様
執

奏
方
御
取
計
相
成
度
此
段
及
稟
申
候
也
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年

月

日

総
督

拓
殖
務
大
臣
宛

削[
御
発
布
案

朕

台
湾
及
澎
湖
列
島
従
来
ノ
住
民
ニ
シ
テ
朕
ノ
徳
沢
未
タ
洽
カ
ラ
サ
ル
ニ
際
シ
誤
リ
テ
罪
辟
ニ
陥
リ
タ
ル
者
ヲ
憐
ミ
特
ニ
命

シ
テ
左
ノ
条
項
ニ
依
リ
大
赦
ヲ
行
ハ
シ
ム

御
名
御
璽

年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

枢
密
院
議
長

各
大
臣

台
湾
総
督

(

�)]

ま
ず
、
こ
の
原
案
の
鑑
文
書
を
見
る
と
、｢

永
久

一
一
ノ
五

一
号

三
葉｣

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
永
久
保
存
の
一
一
門

(

警
察

監
獄
門)

五
類(

赦
免
類)

の
一
番
目
の
文
書
で
あ
る
、
法
務
部
か
ら
の
稟
請
で
あ
る
た
め
主
務
部
は
法
務
部
で
あ
り
、
欄
外
に｢

急｣

と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
至
急
の
案
件
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
一
月
二
六
日
に
稟
申
し
、
軍
務
局
長
立
見
尚
文

(

陸
軍
大
将)

の
印
・
主
務
部
の
法
務
部
長
高
野
孟
矩
の
花
押
・
刑
事
課
長
服
部
甲
子
造
の
印
、
総
督
乃
木
希
典
の
決
裁
印
・
民
政
局
長
で
あ
り
総
務
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部
長
で
も
あ
る
水
野
遵
の
合
議
の
花
押
が
二
つ
・
文
書
課
長

(

代
理)

の
佐
野
友
三
郎
と
文
書
課
伊
藤
金
弥
の
印

(

受
付)

、
参
事
官

大
島
久
満
次
の
合
議
印
が
押
印
さ
れ
て
、
一
二
月
一
六
日
に
台
湾
総
督
が
裁
定
し
、
同
日
発
送
さ
れ
た
た
め
、
決
裁
ま
で
に
二
二
日
間

を
要
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
総
督
府
内
で
か
な
り
異
論
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
主
務
部
で
あ
る
法
務
部
で
の
文
書
番
号
は
、

｢

法
民
発
第
五
三
一
号｣

・｢

民
法
第
一
一
五
号｣

と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
務
部
民
事
課
発
第
五
三
一
号
の
案
件
で
、
民
政

局
法
務
部
第
一
一
五
号
の
件
番
号
で
あ
り
、
こ
の
文
書
発
送
番
号
か
ら
は
、
四
月
に
始
ま
り
三
月
を
終
わ
り
と
し
た
年
度
で
文
書
を
纏

め
る
た
め
、
法
務
部
案
件
の
文
書
が
一
二
月
の
時
点
で
五
〇
〇
件
を
超
え
て
お
り
、
比
較
的
法
務
部
か
ら
の
審
議
案
件
の
多
さ
を
物
語
っ

て
い
よ
う
。
ま
た
、
軍
務
局
長(

陸
軍
大
将)

の
押
印
が
あ
る
た
め
当
時
の
台
湾
総
督
府
が
軍
政
を
敷
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

急
ぎ
で
あ
り
な
が
ら
総
督
の
決
裁
ま
で
に
二
二
日
間
も
要
し
、
監
督
官
庁
で
あ
る
拓
殖
務
大
臣
へ
送
付
さ
れ
た
案
件
に
は
、
唐
景
�

と
劉
永
福
に
附
和
随
従
し
た
者
の
反
抗
を
は
じ
め
と
し
て
土
匪
暴
民
が
各
地
に
集
結
蜂
起
し
て
総
督
府
の
軍
政
お
よ
び
民
政
に
敵
対
し

て
そ
の
執
行
を
妨
碍
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
多
く
の
小
さ
な
暴
動
が
起
こ
っ
た
原
因
は
、
台
湾
は
日
本
が
領
有
す
る
前
の
数
百
年
間
清
国

の
統
治
下
に
属
し
そ
の
徳
沢
を
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
敢
え
て
日
本
の
皇
化
に
浴
す
る
遑
の
な
い
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
た

め
、
一
定
の
期
間
は
監
察
す
べ
き
情
状
に
あ
る
こ
と
、
領
台
後
天
皇
の
聖
徳
を
感
じ
、
非
を
悔
い
自
首
し
た
者
た
ち
が
日
を
追
っ
て
多

く
な
っ
て
き
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
者
た
ち
を
一
々
厳
刑
に
処
す
る
の
は
限
り
が
な
く
、
皇
徳
に
副
わ
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
の
た
め
、

内
乱
に
関
す
る
罪
、
兇
徒
聚
衆
の
罪
、
官
吏
の
職
務
を
妨
害
す
る
罪
、
台
湾
刑
罰
令
第
十
三
条
・
第
十
四
条
の
罪
に
対
し
て
大
赦
を
行

う
こ
と
は
、
台
湾
住
民
を
し
て
天
日
を
拝
す
る
と
思
わ
れ
、
皇
威
に
服
し
、
皇
徳
に
浴
す
る
は
難
し
い
も
の
で
は
な
い
と
、
統
治
政
策

上
の
理
由
か
ら
大
赦
令
の
発
布
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
発
布
を
求
め
る
理
由
の
次
に
記
載
さ
れ
た
括
弧
内
の
文
書

｢

御
発
布
案｣

以
下
の
文
面
は
、
こ
の
文
面
の
上
に
紙
を
貼
る
と
い

う
訂
正
方
法
を
用
い
て
削
除
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
紙
片
を
貼
り
付
け
て
修
正
案
を
記
す

(

空
白
は
削
除
を
指
す)

方
法
は
、
閣
議
案
に
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お
け
る
内
閣
法
制
局
の
修
正
方
法
と
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
国
政
府
に
お
け
る
修
正
方
法
を
用
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

他
の
案
件
に
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
の
修
正
処
理
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
天
皇
が
下
す

｢

御
発
布
案｣

と
い
う
特
別
な
処
理

で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
れ
は
兎
も
角
と
し
て
、
こ
の
発
布
案
は
、
総
督
の
決
裁
を
受
け
る
ま
で
に
削
除
さ
れ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
発
布
案
を
考
え

る
の
は
、
台
湾
総
督
府
で
は
な
く
、
上
部
の
組
織
で
あ
り
、
発
布
案
を
閣
議
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
台
湾
総
督
府
の
監
督
官
庁
で

あ
る
拓
殖
務
省
の
権
限
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
拓
殖
務
省
が
行
う
業
務
を
台
湾
総
督
府
が
行
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
た
め
、
総

督
か
ら
拓
殖
務
大
臣
へ
送
付
す
る
前
に
、
こ
の
部
分
の
み
削
除
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
御
発
布
案
を
削
除
す
る
か
ど
う
か
と
い
う

点
と
、
こ
の
ほ
か
に
数
ヶ
所
訂
正
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
台
湾
総
督
府
内
に
て
慎
重
に
文
面
を
考
え
、
検
討
さ
れ
た
こ
と

か
ら
二
二
日
間
と
い
う
日
数
を
要
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
、｢

御
発
布
案｣

は
削
除
さ
れ
、
台
湾
総
督

府
が
提
出
し
た
大
赦
令
と
し
て
の
勅
令
案
は
、
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

【
史
料
一
―
二
】

勅
令
案

削[

勅
令
第

号]

第
一
条

本
令
発
布
以
前
ニ
在
リ
テ
台
湾
及
澎
湖
列
島
ニ
於
テ
左
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
之
ヲ
赦
免
ス

一

刑
法
第
百
二
十
一
条
第
百
二
十
二
条
第
百
二
十
三
条
第
百
二
十
五
条
第
百
二
十
七
条
ノ
罪

二

刑
法
第
百
三
十
六
条
第
百
三
十
七
条
第
百
三
十
八
条
ノ
罪

三

刑
法
第
百
三
十
九
条
第
百
四
十
条
第
百
四
十
一
条
ノ
罪
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四

明
治
二
十
八
年
台
湾
総
督
日
令
第
二
十
一
号
台
湾
住
民
刑
罰
令
第
十
三
条
第
十
四
条
訂[

ニ
依
リ
テ
処
断
セ
ラ
レ
タ
ル]

(

ノ)

罪

第
二
条

特
別
ノ
規
則
命
令
ニ
依
リ
処
断
セ
ラ
レ
タ
ル
罪
ト
雖
削[

�]

其
性
質
前
条
ニ
記
載
シ
タ
ル
罪
ト
同
一
ナ
ル
訂[

者]

(
モ
ノ)

ハ
之
ヲ
赦
免
ス

第
三
条

数
罪
倶
発
例
ニ
依
リ
処
断
セ
ラ
レ
タ
ル
者
最
重
ノ
罪
赦
免
ヲ
得
タ
ル
場
合
ト
雖
削[

�]

他
ノ
罪
ニ
其
効
ヲ
及
ホ
サ
ス

第
四
条

赦
免
ヲ
�
ル
ト
雖
削[

�]

既
ニ
徴
収
シ
タ
ル
罰
金
科
料
及
削[

ヒ]

没
収
シ
タ
ル
物
件
ハ
還
付
セ
ス

第
五
条

台
湾
総
督
ハ
本
令
ノ
施
行
ニ
関
シ
必
要
ノ
指
揮
ヲ
為
ス
ヘ
シ

(

�)

こ
の
勅
令
案
は
、
一
二
月
一
六
日
に
総
督
が
決
裁
を
し
て
、
同
日
台
湾
総
督
府
の
監
督
官
庁
で
あ
る
拓
殖
務
大
臣
へ
送
付
さ
れ
た
。

し
か
し
、
国
立
公
文
書
館
の

『

公
文
類
聚』
や

『

公
文
雑
纂』

に
も
、
そ
の
上
奏
案
が
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
察
す
る
に
、
該
案
件
は

台
湾
総
督
府
か
ら
拓
殖
務
大
臣
に
送
ら
れ
た
後
、
拓
殖
務
省
内
で
の
検
討
に
お
い
て
認
め
ら
れ
ず
拒
否
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

台
湾
総
督
府
の
稟
申
に
対
し
て
、
拓
殖
務
省
は
勅
令
案
を
認
め
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
拓
殖
務
大
臣
が
台
湾
総
督
か
ら
提
出
さ
れ
た

こ
の
案
件
を
受
け
取
っ
た
が
認
め
ず
廃
案
と
し
、
最
終
的
に
、
拓
殖
務
大
臣
は
閣
議
に
は
こ
の
勅
令
案
を
提
出
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
台
湾
総
督
は
稟
議
案
を
閣
議
に
提
出
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
と
い
う
何
の
権
限
も
な
く
、
す
べ
て
は
監

督
官
庁
た
る
拓
殖
務
大
臣
が
、
そ
し
て
本
国
政
府
が
決
定
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
で
史
料
論
的
な
視
点
か
ら
注
目
し
た
い
の
は
、
台
湾
総
督
府
は
廃
案
と
な
っ
た
事
案
の
文
書
を
、
そ
の
ま
ま
保
存
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
認
め
ら
れ
た
事
案
だ
け
で
は
な
く
、
認
め
ら
れ
ず
廃
案
と
な
っ
た
文
書
は
、
本
国
政
府
と
の
関
係
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
こ
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と
か
ら
、
総
督
府
の
意
思
を
記
録
し
て
お
く
こ
と
は
、
爾
後
の
政
策
遂
行
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
た
め
、
敢
え
て
永
久
保
存
文

書
と
し
て
保
存
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
新
附
の
民
た
る
異
民
族
支
配
に
お
け
る
懐
柔
策
と
し

て
の｢
恩
赦｣

や｢

大
赦｣

は
、
そ
の
後
も
重
要
な
施
策
案
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
で
あ
る
が
故
に
、
廃
案
の
事
案
で
は
あ
っ

て
も
そ
の
文
書
は
後
日
の
参
考
と
し
て
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
勅
令
案
は
、
翌
三
〇
年
に
発
布
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
、
皇
太
后
崩
御
の
大
赦
令
の
勅
令
第
八
号
に
よ
る
台
湾
人
へ
の
適
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
内
地
法
の

延
長
で
も
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
事
案
は
、
実
は
台
湾
総
督
府
が
大
赦
令
を
利
用
し
て
混
乱
期
状
態
に
あ
る
台
湾
を
治
め

(

台
湾
人
の
反
乱
を
鎮
静

化
さ
せ
る)

よ
う
と
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
拓
殖
務
省
又
は
政
府
が
強
く
反
撥
し
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
結
果
、
こ
の
案
を

認
め
な
か
っ
た
拓
殖
務
大
臣
は
、
台
湾
総
督
府
か
ら
の
勅
令
案
を
閣
議
に
提
出
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
ま
ま
の
状
態
で
年
が
明
け
た
直
後
の
明
治
三
〇
年
一
月
一
一
日
に
英
照
皇
太
后
崩
御
の
報
が
あ
り
、

三
日
後
の
一
月
一
四
日
に
、
拓
殖
務
省
参
事
官
中
村
純
九
郎
よ
り
法
制
局
長
官
神
鞭
知
常
に
、｢

目
下
台
湾
ノ
在
監
囚
徒
ニ
シ
テ
大
赦

ノ
恩
沢
ニ
浴
ス
ヘ
キ
者
ノ
概
数
ハ
弐
百
余
名
ニ
有
之
又
土
匪
ノ
帰
順
シ
テ
命
ヲ
待
ツ
者
ノ
概
数
ハ
千
七
百
余
名
有
之
筈
ニ
承
知
致
居
候

右
不
取
敢
及
御
答
候
也

(

�)｣

と
、
台
湾
に
お
い
て
大
赦
を
待
つ
者
が
二
〇
〇
名
余
り
お
り
、
帰
順
し
て
命
令
を
待
つ
土
匪
が
一
七
〇
〇
名

余
り
も
い
る
こ
と
を
拓
殖
務
省
参
事
官
が
法
制
局
長
官
へ
回
答
し
て
い
た
。
前
述
の
、
拓
殖
務
省
の
承
認
を
得
る
こ
と
が
出
来
ず
に
撤

回
し
た
大
赦
案
に
記
さ
れ
て
い
た
、
収
監
さ
れ
る
土
匪
が
日
々
増
え
て
い
る
と
い
う
囚
人
た
ち
が
、
こ
こ
で
い
う
こ
の
皇
太
后
崩
御
に

お
い
て
大
赦
の
命
を
待
つ
者
た
ち
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

漸
く
、
大
赦
令
と
い
う
施
策
の
条
件
が
整
っ
た
こ
と
か
ら
、
改
め
て
そ
れ
を
台
湾
に
施
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
台
湾
総
督
府
だ
け
で

は
な
く
政
府
も
、
領
台
当
初
の
土
匪
に
対
し
て
恩
赦
に
て
罪
を
赦
す
こ
と
に
よ
り
、
天
皇
の
存
在
を
、
天
皇
の
慈
悲
深
さ
を
、
天
皇
の
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寛
大
な
心
を
、
台
湾
人
に
知
ら
し
め
よ
う
と
し
た
。
台
湾
平
定
後
も
抵
抗
を
続
け
る
台
湾
人
を
力
で
は
な
く
聖
恩
に
よ
り
懐
柔
す
る
た

め
に
、
英
照
皇
太
后
の
崩
御
が
そ
の
絶
好
の
機
会
と
な
っ
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
、
さ
ら
に
特
筆
す
べ
き
点
が
、
朝
鮮
併
合
の
際
の
恩
赦
令
施
行
に
つ
い
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
朝
鮮
併
合
で
は
、
併
合
を
慶

事
で
あ
る
と
し
て
恩
赦
が
施
行
さ
れ
た
が
、
台
湾
領
有
の
際
に
は
恩
赦
は
施
行
さ
れ
ず
、
さ
ら
に
、
台
湾
総
督
府
か
ら
の
大
赦
令
の
稟

議
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
台
湾
割
譲
の
際
の
台
湾
人
に
よ
る
反
日
抵
抗
が
激
し
か
っ
た
台
湾
と
比
べ
て
、

抵
抗
な
く
併
合
さ
れ
た
朝
鮮
と
の
違
い
で
あ
ろ
う
か
。
台
湾
領
有
当
初
の
台
湾
総
督
府
文
書
に
は
、｢

戦
乱

(

�)｣

と
い
う
文
字
が
見
受
け

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
戦
時
下
に
あ
っ
た
当
時
の
台
湾
と
の
大
き
な
相
違
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

明
治
二
九
年
に
お
け
る
台
湾
総
督
府
か
ら
の
大
赦
令
施
行
の
案
件
は
、
監
督
官
庁
で
あ
る
拓
殖
務
省
に
よ
り
反
故
に
さ
れ
た
が
、
英

照
皇
太
后
の
崩
御
に
よ
り
初
め
て
台
湾
に
お
い
て
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
台
湾
に
お
い
て
施
行
さ
れ
た
英
照
皇
太
后
崩
御
に

よ
る
恩
赦
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

『

公
文
類
聚』

第
二
一
編
第
一
巻
に
綴
ら
れ
た
皇
室
門
の
内
廷
類

(

�)

に
は
、
皇
太
后
崩
御
に
関
わ
る
文
書
が
一
七
件
綴
ら
れ
て
い
る
。

�
両
院
議
長
ヘ
通
牒

皇
太
后
陛
下
崩
御
遊
ハ
サ
ル

一
月
一
二
日

�
閣
令
一

皇
太
后
陛
下
崩
御
ニ
付
臣
民
ノ
喪
期
ヲ
定
ム

一
月
一
二
日

�
閣
令
二

皇
太
后
陛
下
崩
御
ニ
付
歌
舞
音
曲
ヲ
停
止
ス

一
月
一
二
日

�
外
務
外
二
大
臣
へ
通
牒

皇
太
后
陛
下
崩
御
ニ
付
半
期マ

マ

ノ
礼
ヲ
執
行
セ
シ
ム

一
月
一
二
日

�
御
沙
汰

皇
太
后
陛
下
崩
御
ニ
付
死
刑
執
行
ヲ
停
止
ス

一
月
一
三
日

	
閣
告
一

皇
太
后
陛
下
崩
御
ニ
付
臣
民
喪
期
間
ニ
於
ケ
ル
国
旗
掲
揚
ノ
式
ヲ
定
ム

一
月
一
三
日
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�
閣
告
二

皇
太
后
陛
下
崩
御
ニ
付
臣
民
喪
期
間
ニ
於
ケ
ル
文
官
ノ
喪
章
ヲ
定
ム

一
月
一
三
日

�
勅
令
五

定
役
ニ
服
ス
ヘ
キ
囚
人
ノ
服
役
ヲ
特
免
ス

一
月
一
四
日

�
請
議

皇
太
后
陛
下
崩
御
ニ
付
海
軍
懲
罰
令
ニ
依
リ
処
罰
セ
ラ
レ
シ
者
ヲ
特
免
ス

一
月
一
六
日

�
勅
令
七

皇
太
后
陛
下
ノ
大
喪
ニ
際
シ
恵
沢
ヲ
施
サ
ム
カ
為
メ
減
刑
ヲ
行
フ

一
月
一
九
日

�
勅
令
八

皇
太
后
陛
下
ノ
大
喪
ニ
際
シ
台
湾
新
附
ノ
民
ニ
恵
沢
ヲ
施
サ
ム
カ
為
メ
大
赦
ヲ
行
フ

一
月
一
九
日

�
閣
告
三

皇
太
后
陛
下
崩
御
ニ
付
衆
庶
ノ
礼
装
及
喪
章
ヲ
定
ム

一
月
二
一
日

�
外
務
外
二
大
臣
ヘ
通
牒

皇
太
后
陛
下
御
葬
送
ニ
付
半
旗
ノ
礼
ヲ
執
行
セ
シ
ム

二
月
二
六
日

	
通
牒

皇
太
后
陛
下
御
大
喪
ニ
付
御
発
棺
御
埋
棺
ノ
当
日
ヲ
指
定
ス

一
月
二
八
日



閣
告
四

皇
太
后
陛
下
御
葬
送
ニ
付
各
官
庁
事
務
休
停
ス
ヘ
キ
旨
被
仰
出

一
月
二
九
日

�
勅
令
一
四

懲
戒
ニ
依
リ
免
官
免
職
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ノ
懲
戒
懲
罰
ヲ
免
除
ス

二
月
一
六
日

�
通
牒

明
治
三
十
年
勅
令
第
十
四
号
ノ
解
釈

(

懲
戒
ニ
依
リ
免
官
免
職
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ノ
懲
戒
懲
罰
免
除
ニ
関
ス
ル
件)

七
月

二
四
日

こ
の
一
七
件
の
中
で
、
台
湾
に
関
係
す
る
案
件
は
、

と
�
で
あ
る
が
、
ま
ず
�
か
ら
見
る
と
、
一
月
一
四
日
稟
請
、
同
一
九
日
決

裁
さ
れ
た
勅
令
第
八
号
の

｢

皇
太
后
陛
下
ノ
大
喪
ニ
際
シ
台
湾
新
附
ノ
民
ニ
恵
沢
ヲ
施
サ
ム
カ
為
メ
大
赦
ヲ
行
フ

(

�)｣

と
い
う
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
勅
令
案
の
内
容
は
、
明
治
二
九
年
に
台
湾
総
督
が
裁
定
し
た
勅
令
案
と
比
較
す
る
と
、
す
べ
て
が
同
じ
と
い
う
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
�
の
勅
令
第
八
号
の
内
容
を
見
る
と
、｢
朕
茲
ニ
大
喪
ニ
丁
リ
恵
沢
ヲ
施
シ
台
湾
新
附
ノ
民
ヲ
シ
テ
浴

ク
皇
化
ニ
霑
ハ
シ
メ
ム
カ
為
勅
令
第
号
ニ
依
リ
減
刑
ヲ
行
ハ
シ
ム
ル
ノ
外
仍
左
ノ
条
項
ニ
依
リ
特
ニ
大
赦
ヲ
行
ハ
シ
ム｣

と
御
名
御
璽
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の
後
に
、｢

明
治
三
十
年
一
月
十
九
日｣

と
続
き
、
各
大
臣
の
署
名
の
後
に
、
次
の
勅
令
第
八
号
の

条
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。

第
一
条

本
令
発
布
以
前
台
湾
ニ
在
リ
テ
台
湾
ニ
於
テ
左
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
之
ヲ
赦
免
ス

一

刑
法
第
百
二
十
一
条
第
百
二
十
二
条
第
百
二
十
三
条
第
百
二
十
五
条
第
百
二
十
六

条
第
百
二
十
七
条
ニ
該
当
ス
ル
罪

二

刑
法
第
百
三
十
六
条
第
百
三
十
七
条
第
百
三
十
八
条
ニ
該
当
ス
ル
罪

第
二
条

旧
法
ニ
依
リ
処
断
セ
ラ
レ
タ
ル
罪
ト
雖
其
ノ
性
質
前
条
ニ
記
載
シ
タ
ル
罪
ト
同
一
ナ

ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
赦
免
ス

第
三
条

数
罪
�
発
例
ニ
依
リ
処
断
セ
ラ
レ
タ
ル
者
最
重
ノ
罪
赦
免
ヲ
得
タ
ル
場
合
ト
雖
他
ノ

罪
ノ
効
ヲ
及
ホ
サ
ス

第
四
条

赦
免
ヲ
�
ル
ト
雖
既
ニ
徴
収
シ
タ
ル
罰
金
科
料
及
没
収
シ
タ
ル
物
件
ハ
還
付
セ
ス

第
五
条

台
湾
総
督
ハ
本
令
ノ
施
行
ニ
関
シ
必
要
ノ
指
揮
ヲ
為
ス
ヘ
シ

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
実
際
に
施
行
さ
れ
た
勅
令
第
八
号
と
勅
令
案

(

明
治
二
九
年
案)

と
を
比

較
す
る
と
、
第
二
表
の
よ
う
に
な
る
。

台
湾
総
督
府
か
ら
の
明
治
二
九
年
の
勅
令
案
に
は
、
刑
法
第
一
二
六
条
は
該
当
さ
れ
な
い
条
項
と

な
っ
て
い
る
が
、
施
行
し
た
勅
令
第
第
八
号
で
は
該
当
し
て
お
り
、
反
対
に
、
勅
令
案
に
は
、
刑
法
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第二表 勅令第八号と勅令案の比較表
勅令第八号 (該当するもの) 勅令案 (該当するもの)

第一条一 刑法121･122･123･125･126･127 刑法121･122･123･125･127
二 刑法136・137・138 刑法136･137･138
三 なし 刑法139･140･14

四 なし 明治28年台湾総督日令第二一号
台湾住民刑罰令第一三条･第一四条

(勅令第八号と勅令案から筆写作成)



第
一
三
九
条
・
第
一
四
〇
条
・
一
四
一
条
お
よ
び
明
治
二
八
年
台
湾
総
督
日
令
第
二
一
号
の
台
湾
住
民
刑
罰
令
第
一
三
条
・
第
一
四
条

が
該
当
す
る
罪
と
あ
る
が
、
施
行
さ
れ
た
第
八
号
に
は
該
当
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
施
行
さ
れ
な
か
っ
た
条
文
内
容

が
、
明
治
二
九
年
の
勅
令
案
が
裁
可
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
の
手
が
か
り
と
な
る
こ
と
か
ら
、
問
題
と
な
る
条
文
を
見
て
い
く
こ
と
に
す

る
。刑

法
第
一
二
六
条
は
、｢

内
乱
ノ
予
備
又
ハ
陰
謀
ヲ
為
ス
ト
雖
モ
未
タ
其
事
ヲ
行
ハ
サ
ル
前
ニ
於
テ
官
ニ
自
首
シ
タ
ル
者
ハ
本
刑
ヲ

免
シ
六
月
以
上
三
年
以
下
ノ
監
視
ニ
付
ス

(

�)｣

と
い
う
も
の
で
、
内
乱
の
謀
議
に
加
わ
り
そ
の
準
備
を
行
っ
て
い
た
者
、
内
乱
を
実
行
す

る
前
に
自
首
し
た
者
へ
の
罰
則
条
項
で
あ
る
が
、
台
湾
総
督
府
の
勅
令
案
で
は
外
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
施
行
さ
れ
た
勅
令
第
八
号
で

は
、
事
前
に
自
首
し
た
者
へ
も
恩
赦
対
象
者
に
加
え
る
と
い
う
、
台
湾
総
督
府
よ
り
一
歩
進
ん
だ
考
え
を
示
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
恩

赦
を
よ
り
効
果
的
に
す
る
と
い
う
政
策
的
判
断
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
第
一
三
九
条
か
ら
第
一
四
一
号
の

｢

官
吏
ノ

職
務
ヲ
行
フ
ヲ
妨
害
ス
ル
罪

(

�)｣

は
、
台
湾
総
督
府
の
み
な
ら
ず
本
国
政
府
の
官
吏
の
職
務
へ
の
妨
害
と
い
う
こ
と
に
な
り
、｢

恵
沢
ヲ

施
シ
台
湾
新
附
ノ
民
ヲ
シ
テ
浴
ク
皇
化
ニ
霑
ハ
シ
ム
ル
カ
為｣

の
減
刑
に
は
値
し
な
い
罪
と
認
め
た
た
め
、
対
象
と
し
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

次
に
、
明
治
二
八
年
台
湾
総
督
日
令
第
二
一
号
台
湾
住
民
刑
罰
令
第
一
三
条
・
第
一
四
条

(

�)

で
あ
る
が
、
そ
の
条
文
は
、
次
の
通
り
で

あ
る
。第

十
三
条

左
ニ
記
載
シ
タ
ル
所
為
ア
ル
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス

其
予
備
陰
謀
ニ
止
ル
者
亦
同
シ

一

内
乱
ヲ
起
シ
タ
ル
者

台湾総督府と恩赦制度 (東山) ���(���)



二

政
府
ニ
坑
敵
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
官
吏
ヲ
殺
害
シ
タ
ル
者

三

軍
隊
軍
艦
々
隊
軍
用
船
舶
官
庁
ニ
対
シ
党
ヲ
結
ヒ
坑
敵
シ
タ
ル
者

四

船
舶
兵
器
ノ
工
場
船
渠
塁
柵
兵
器
弾
薬
其
他
戦
争
ノ
用
ニ
供
ス
ヘ
キ
物
件
及
軍
事
ニ
関
ス
ル
道
路
橋
梁
河
溝
港
埠
森
林
家

屋
船
舶
水
道
等
ヲ
毀
壊
シ
又
ハ
火
ヲ
放
チ
之
ヲ
焼
燬
シ
タ
ル
者

五

電
信
ノ
器
械
柱
木
ヲ
毀
壊
焼
燬
シ
又
ハ
条
線
ヲ
切
断
シ
タ
ル
者

六

汽
車
鉄
道
又
ハ
其
標
識
ヲ
毀
壊
焼
燬
シ
タ
ル
者
及
ヒ
汽
車
ノ
往
来
ヲ
妨
害
ス
ル
為
メ
危
険
ナ
ル
障
礙
ヲ
為
シ
タ
ル
者

七

灯
台
浮
標
其
他
航
海
ノ
安
寧
ヲ
保
護
ス
ル
標
識
ヲ
毀
壊
焼
燬
シ
タ
ル
者
及
船
舶
ノ
往
来
ヲ
妨
害
ス
ル
為
メ
詐
偽
ノ
標
識
ヲ

黙
示
シ
タ
ル
者

八

偽
計
又
ハ
威
力
ヲ
以
テ
兵
器
弾
薬
其
他
軍
用
物
件
ノ
運
搬
及
郵
便
ヲ
妨
害
シ
タ
ル
者

九

兵
器
弾
薬
金
穀
物
件
ヲ
敵
ニ
支
給
シ
タ
ル
者
又
軍
隊
軍
艦
々
隊
軍
用
船
舶
ノ
動
静
軍
用
品
ノ
集
積
所
等
ヲ
敵
ニ
密
報
シ
又

ハ
敵
兵
ヲ
誘
導
シ
タ
ル
者

十

間
諜
ヲ
誘
導
助
成
シ
又
ハ
隠
避
セ
シ
メ
若
ク
ハ
蔵
匿
シ
タ
ル
者

十
一

俘
虜
ヲ
逃
走
セ
シ
メ
若
ク
ハ
之
ヲ
刧
�
シ
タ
ル
者
又
ハ
逃
走
ノ
俘
虜
ナ
ル
�
ヲ
知
テ
之
ヲ
蔵
匿
シ
若
ク
ハ
隠
避
セ
シ
メ

タ
ル
者

十
二

軍
隊
軍
艦
々
隊
軍
用
船
舶
ノ
嚮
導
ヲ
為
ス
ニ
当
リ
詐
欺
ノ
所
為
ア
リ
タ
ル
者

十
三

造
言
飛
語
ヲ
為
シ
又
ハ
喧
噪
呼
号
シ
テ
軍
隊
軍
艦
軍
艦
隊
軍
用
船
舶
其
他
官
庁
ノ
静
粛
ヲ
妨
害
シ
若
ク
ハ
民
心
ヲ
攪
擾

シ
タ
ル
者

毒
物
ヲ
井
泉
河
流
ニ
投
シ
タ
ル
者
及
汚
穢
物
ヲ
投
シ
若
ク
ハ
其
他
ノ
手
段
ヲ
以
テ
軍
用
ニ
供
ス
ル
浄
水
ヲ
害
シ
タ
ル
者
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第
十
四
条

官
吏
ノ
職
務
ヲ
行
フ
ヲ
妨
害
シ
タ
ル
者
ハ
一
月
以
上
六
年
以
下
ノ
懲
役
及
ヒ
拾
円
以
上
千
円
以
下
ノ
罰
金
ニ
処
ス
因

テ
官
吏
ヲ
死
傷
ニ
致
シ
タ
ル
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス

官
吏
ノ
職
務
ニ
対
シ
公
然
又
ハ
其
目
前
ニ
於
テ
侮
辱
シ
タ
ル
者
ハ
一
月
以
上
二
年
以
下
ノ
懲
役
及
ヒ
五
円
以
上
五
百
円
以
下

ノ
罰
金
ニ
処
ス

明
治
二
九
年
の
台
湾
総
督
府
勅
令
案
で
は
、
台
湾
に
お
い
て
施
行
さ
れ
る
も
の
と
限
定
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
明
治
二
八
年
台

湾
総
督
日
令
第
二
一
号
台
湾
住
民
刑
罰
令
第
一
三
条
・
第
一
四
条
の
台
湾
特
別
法
に
よ
る
刑
罰
恩
赦
を
も
対
象
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
勅
令
第
八
号
の
恩
赦
は
基
本
的
に
新
附
の
民
だ
け
で
は
な
く
帝
国
臣
民
す
べ
て
の
犯
し
た
罪
へ
の
大
赦
で
あ
る
た
め
、

台
湾
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
る
特
別
法
で
あ
る
台
湾
住
民
刑
罰
令
の
条
項
を
外
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
、
明
治
三
〇
年
一
月
の
本
国
お
よ
び
外
地
台
湾
で
の
恩
赦
施
行
は
、
台
湾
総
督
府
の
監
督
官
庁
で
あ
る
拓
殖
務
省
に
お
い
て
、

内
閣
か
ら
の
命
令
通
り
に
施
行
し
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
の
判
断
に
窮
す
る
こ
と
が
起
こ
る
。
そ
れ
が
、
�
の
御
沙
汰
に
つ
い
て
で
あ

る
。
こ
の

｢

御
沙
汰

皇
太
后
陛
下
崩
御
ニ
付
死
刑
執
行
ヲ
停
止
ス

一
月
一
三
日

(

�)｣

と
は
、
一
月
一
二
日
付
け
で
、
内
閣
総
理
大
臣

よ
り
司
法
大
臣
・
陸
軍
大
臣
・
海
軍
大
臣
・
拓
殖
務
大
臣
に
宛
て
に
伝
達
さ
れ
た
も
の
で
、｢

皇
后
陛
下
崩
御
ニ
付
本
日
ヨ
リ
十
五
日

間
及
御
発
棺
御
埋
棺
当
日
死
刑
執
行
ヲ
停
止
ス
ヘ
シ｣

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
樺
山
拓
殖
務
大
臣
秘
書
官
は
内
閣

書
記
官
に
宛
て
て
一
月
一
四
日
に

｢

御
沙
汰
書
写
御
送
付
相
成
拝
読
仕
候
該
日
附
既
往
ニ
遡
里
十
二
日
ト
相
成
居
候
ニ
付
台
湾
之
方
差

支
無
之
否
御
照
会
之
処
右
ニ
テ
故
障
無
之
候
事
可
然
御
取
計
被
下
度
此
段
及
御
回
答
候｣

と
す
る
回
答
書
を
送
っ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、『

明
治
天
皇
紀』

第
九
巻
の
明
治
三
〇
年
一
月
一
二
日
に
は
、｢

本
日
よ
り
十
五
日
間
及
び
御
発
棺
・
御
埋
棺
当

日
死
刑
の
執
行
を
停
止
せ
し
め
、
尋
い
で
十
四
日
勅
令
を
以
て
、
其
の
令
発
布
日
よ
り
五
日
間

台
湾
に
在
り
て
は
其
の
令
到
達
の
日

台湾総督府と恩赦制度 (東山) ���(���)



よ
り
起
算
、
並
び
に
御
発
棺
・
御
埋
棺
当
日
定
役
に
服
す
べ
き
囚
徒
の
服
役
を
特
に
免
ぜ
し
め
た
ま
ふ

(

�)｣

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
台
湾
で

は
大
赦
令
到
着
の
日
か
ら
起
算
し
て
囚
徒
の
服
役
が
免
除
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

三
、
恩
赦
に
お
け
る
各
県
か
ら
の
報
告
と
台
湾
住
民
の
感
情

最
後
に
、
各
県
か
ら
台
湾
総
督
府
へ
の
恩
赦
に
関
わ
る
報
告
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
報
告
し
て
い
た
の
か
を
見
て
い
く
こ

と
に
す
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
文
書
は
、｢

台
湾
総
督
府
公
文
類
纂｣

に
綴
ら
れ
た
英
照
皇
太
后
崩
御
に
よ
る
大
赦
に
関
わ
る
一
四

件
の
文
書

(

�)

で
あ
る
。

�
皇
后
陛
下
崩
御
ニ
付
キ
大
赦
令
発
布
ニ
関
す
る
�
訓

(

第
三
四
文
書)

�
皇
后
陛
下
崩
御
ニ
関
ス
ル
民
政
局
長
通
達

(

第
三
五
文
書)

�
大
赦
令
施
行
後
人
民
ノ
感
情
報
告
方
通
達

(
第
三
六
文
書)

�
大
赦
令
及
減
刑
令
ニ
関
ス
ル
諭
告

(

第
三
七
文
書)

	
大
赦
令
及
減
刑
令
発
布
ニ
関
ス
ル
拓
殖
務
次
官
内
牒

(
第
三
八
文
書)

大
赦
令
執
行
ニ
関
ス
ル
心
得
方

大
赦
令
中
正
誤
方
ニ
付
キ
拓
殖
務
次
官
ヘ
申
進



台
北
監
獄
署
大
赦
令
及
減
刑
令
執
行
概
況

(

第
三
九
文
書)

�
新
竹
監
獄
署
大
赦
令
及
減
刑
令
執
行
概
況

(

第
四
〇
文
書)
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�
宜
蘭
監
獄
署
大
赦
令
及
減
刑
令
執
行
概
況

(

第
四
一
文
書)

�
減
刑
令
執
行
方
疑
義
台
北
県
伺
並
各
地
方
庁
ヘ
通
牒

(

第
四
二
文
書)

�
澎
湖
島
監
獄
署
減
刑
令
執
行
概
況

(

第
四
三
文
書)

�
台
中
県
管
下
監
獄
署
減
刑
令
執
行
概
況

(

第
四
四
文
書)

�
台
南
県
管
下
監
獄
署
減
刑
令
執
行
概
況

(

第
四
五
文
書)

�
大
赦
令
及
減
刑
令
執
行
表

(

第
四
六
文
書)

�
大
赦
令
及
減
刑
令
ノ
恩
典
ニ
浴
シ
タ
ル
者
及
一
般
人
民
ノ
感
情

(

第
四
七
文
書)

こ
れ
ら
の
文
書
の
な
か
で
、
特
筆
す
べ
き
も
の
は
	
の
第
三
六
文
書
と
�
の
第
四
七
文
書
の
人
民
の
動
向
を
報
告
し
た
文
書
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
日
本
の
こ
と
を
殆
ど
知
ら
な
い
台
湾
住
民
に
、
恩
赦
と
い
う
近
代
法
に
よ
る
特
例
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
人
心
を
収
攬
し
、

中
国
の
皇
帝
制
に
代
わ
っ
て
天
皇
制
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
統
治
に
服
従
さ
せ
る
と
い
う
た
め
の
施
策
の
効
果
を
確
か

め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
次
の
施
策
を
立
案
す
る
た
め
に
も
重
要
な
文
書
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
台
湾
総
督
府
は
、
一
月
二
八

日
に
実
際
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
、
各
地
方
庁
の
首
長
に
調
査
方
を
指
示
す
る
。
そ
れ
が
、
次
の
	
の
第
三
六
文
書
で
あ
る
。

今
般
大
赦
令
ヲ
公
布
セ
ラ
ル
ヽ
ノ
御
内
議
ア
リ
愈
発
表
セ
ラ
レ


上
ハ
人
民
ノ
感
情
如
何
ヲ
知
ル
ハ
誠
ニ
必
要
ノ
事
ト
被
存
候
ニ

付
補(

発
表
ト
同
時
ニ)

左
案
ノ
通
訂[

内
務
部]

(

民
政
局)
長
ヨ
リ
三
県
知
事
島
司
ヘ
通
牒
相
成
可
然
哉
予
メ
仰
高
裁

と
し
て
、
恩
典
に
浴
し
た
る
者
と
一
般
人
民
の
感
情
を
詳
細
に
報
告
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
通
達
を
台
北
・
台
中
・
台
南
の
三
県
お
よ
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び
澎
湖
島
庁
に
送
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
通
牒
へ
の
返
信
は
こ
の
文
書
に
は
綴
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
回
答
と
な
る
詳
細
な
報
告

書
が
、
�
の
第
四
七
文
書

｢

大
赦
令
及
減
刑
令
の
恩
典
ニ
浴
シ
タ
ル
者
及
一
般
人
民
ノ
感
情｣

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
こ
の
通
牒
文
で
あ
る
が
、
通
牒
書
を
書
い
た
の
が
内
務
部
の
職
員
で
、
本
文
内
と
最
後
の
差
出
人
の
二
箇
所
に
は
、
内
務
部

長
と
記
述
し
た
後
に
そ
の
上
か
ら
線
を
引
き
訂
正
印
を
押
し
て
民
政
局
長
と
書
き
加
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
初
は
内
務
部
長
か
ら
の

通
牒
と
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
変
更
さ
れ
た
の
は
、
各
県
知
事
及
び
庁
長
へ
の
調
査
指
示
と
い
う
こ
と
か
ら
、
行

政
事
務
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
民
政
局
長
か
ら
の
指
示
の
方
が
相
応
し
い
か
ら
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
台
湾
総
督
府
内
部

の
職
掌
が
未
だ
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
草
創
期
の
実
態
を
表
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
第
三
六
文
書
の
通
牒
に
対
す
る
報
告
で
あ
る
第
四
七
文
書
を
見
る
と
、
明
治
三
〇
年
二
月
一
八
日
に

｢

大
赦
令
発
布
ニ
対

ス
ル
一
般
人
民
並
ニ
赦
免
ノ
恩
典
ニ
浴
シ
タ
ル
者
ノ
感
情
報
告｣

と
目
次
に
書
か
れ
た
件
名

｢

大
赦
令
及
減
刑
令
の
恩
典
ニ
浴
シ
タ
ル

者
及
一
般
人
民
ノ
感
情｣

と
は
、｢

一
般
人
民｣

と

｢

赦
免
ノ
恩
典
ニ
浴
シ
タ
ル
者｣

と
の
順
序
が
反
対
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
違
い

は
、
起
草
者
の
違
い
に
よ
る
相
違
と
、
内
容
的
な
理
由
に
よ
る
も
の
と
が
考
え
ら
れ
る
。
目
次
に
よ
る
表
記
は
、
簿
冊
と
し
て
編
綴
し

た
際
に
付
し
た
も
の
で
あ
り
、
主
務
課
が
付
け
た
件
名
と
編
綴
す
る
際
に
文
書
課
に
お
い
て
付
け
る
件
名
と
が
異
な
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
主
務
課
の
視
点
と
文
書
課
の
見
る
視
点
と
が
異
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
よ
う
。
さ
ら
に
、

こ
の
文
書
の
最
後
に
は
、
赤
字
で
、
平
野
貞
次
郎
警
保
課
長
が
、｢

本
件
取
纏
ノ
上
拓
殖
務
省
ヘ
報
告
ノ
筈
ニ
有
之
候｣

と
記
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
一
般
住
民
と
赦
免
の
恩
典
を
浴
し
た
る
者
の
感
情
を
纏
め
て
拓
殖
務
省
へ
送
り
、
台
湾
に
お
い
て
こ
の
大
赦
令
を
漢
族

系
住
民
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
の
か
、
恩
典
が
台
湾
住
民
に
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
を
与
え
た
の
か
と
い
っ
た
政
策
的
効
果

の
状
態
を
、
拓
殖
務
省
の
官
僚
は
も
と
よ
り
本
国
政
府
が
知
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
ま
さ
に
、
領
台
当
時
の
激

し
い
抗
日
武
力
抵
抗
と
、
台
湾
領
有
に
対
す
る
内
外
か
ら
揶
揄
さ
れ
て
い
た
初
め
て
の
植
民
地
支
配
に
対
す
る
危
惧
を
抱
い
て
い
た
政

中京法学��巻１・２号 (����年)���(���)



府
に
と
っ
て
、
民
心
収
攬
と
い
う
目
的
を
も
っ
た
大
赦
政
策
の
効
果
を
把
握
す
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
ほ
か
に
、
�
の
第
三
六
文
書
を
文
書
情
報
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
こ
の
文
書
が
な
ぜ
永
久
保
存
文
書
の
簿
冊
に
綴
ら
れ
て
い
る

の
か
と
い
う
点
が
疑
問
と
し
て
残
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
文
書
は
、
十
五
年
保
存
文
書
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
文
書
が
作
成
さ
れ
た

当
初
は
永
久
保
存
と
し
て
扱
う
予
定
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
永
久
文
書
で
使
用
す
る

｢

永
久｣

の
ス
タ
ン
プ
が
押
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、｢

永
久｣

の
文
字
の
上
に
墨
で

｢

十
五
年｣

と
書
い
て
お
り
、
さ
ら
に
、
こ
の
文
書
に
は
、｢

十
一
門

赦
免

十
五
年｣
と
墨
書
き
さ
れ
た
下
げ
札
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
は
十
五
年
保
存
文
書
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
勿
論
、
こ
の
ほ
か
の
文
書
で
、
永
久
保
存
文
書
か
ら
十
五
年
保
存
文
書
へ
変
更
さ
れ
た
文
書
、
反
対
に
、
十
五
年
保

存
文
書
か
ら
永
久
保
存
文
書
に
変
更
さ
れ
た
文
書
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
書
き
直
し
た
保
存
年
限
の
簿
冊
に
綴
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
よ
う
に
綴
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
第
三
六
文
書
は
、
十
五
年
保
存
に
変
更
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、

永
久
保
存
文
書
の
簿
冊
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
十
五
年
保
存
文
書
の
簿
冊
に
皇
太
后
崩
御
に
関
す
る
文
書
が
綴
じ
ら
れ
て
い

る
か
ど
う
か
を
調
べ
て
み
た
が
、
管
見
し
た
な
か
で
は
見
つ
け
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

｢

十
五
年
保
存｣

と
は
、
有
期
保
存
文
書
の
こ
と
で
あ
り
、｢

十
五
年｣

経
た
後
に
、
廃
棄
処
分
す
る
文
書
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

｢

永
久
保
存｣

と

｢

十
五
年
保
存｣

の
選
別
基
準
が
あ
る
。
し
か
し
、
文
書
保
存
規
則
に
は
、
個
別
事
象
な
ど
の
分
類
基
準
は
規
定
さ

れ
て
い
な
い
。
明
治
二
九
年
に
お
け
る
永
久
保
存
文
書
は
第
一
種
と
い
い
、｢

法
律
命
令
ノ
制
定
更
正
又
ハ
非
常
特
殊
ノ
処
分
其
他
例

規
ノ
基
ト
ナ
ル
ヘ
キ
文
書
及
歴
史
ノ
徴
候
ト
ナ
ル
ヘ
キ
モ
ノ

(

�)｣
で
、
十
五
年
保
存
文
書
は
第
二
種
と
い
い
、｢

法
律
命
令
ノ
執
行
ニ
関

シ
例
証
ヲ
挙
ケ
訓
令
、
指
令
、
通
牒
回
答
シ
タ
ル
文
書
及
諸
達
稟
議
報
告
ノ
類
ニ
シ
テ
六
七
年
間
参
照
ノ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
モ
ノ

(

�)｣

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
永
久
保
存
文
書
と
十
五
年
保
存
文
書
と
の
文
書
分
類
の
違
い
は
、
法
律
命
令
の
制
定
や
更
正
の
文
書
、
例
規

の
基
と
な
る
文
書
、
歴
史
の
徴
考
と
な
る
文
書
な
の
か
、
法
律
命
令
の
執
行
に
関
し
例
証
を
挙
げ
訓
令
、
指
令
、
通
牒
回
答
す
る
文
書
、
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諸
達
稟
議
報
告
の
類
に
し
て
六
七
年
間
参
照
す
る
必
要
の
あ
る
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
六
・
七
年
と
い
う
期
間

が
本
当
に
一
般
行
政
事
務
に
お
い
て
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
が
出
て
く
る
。
台
湾
総
督
府
と
し
て
は
、
六
・
七
年
参
照
す

る
だ
け
で
な
く
さ
ら
に
一
〇
年
、
一
五
年
後
に
参
照
す
る
こ
と
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。
同
様
の
事
件
や
行
事
が
起
こ
る
事
を
想
定
し
て

保
存
す
る
な
ら
ば
、
期
限
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
か
ど
う
か

と
い
っ
た
疑
問
も
あ
る
。
こ
の
第
三
六
文
書
は
、
皇
太
后
崩
御
の
記

録
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
他
の
皇
太
后
崩
御
に
関
わ
る
文
書
と
と

も
に
綴
じ
る
こ
と
、
つ
ま
り
永
久
保
存
文
書
と
し
て
綴
じ
る
こ
と
を

選
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
保
存
年
限
の
問
題
、
永
久
保
存

文
書
と
十
五
年
保
存
文
書
の
異
な
る
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
、

｢

恩
赦
文
書
か
ら
見
る
台
湾
総
督
府
の
文
書
管
理

(

�)｣

に
お
い
て
、
大

正
一
二
年
に
行
わ
れ
た
摂
政
宮
裕
仁
皇
太
子
の
台
湾
行
啓
の
際
の
恩

赦
お
よ
び
減
刑
の
記
録
か
ら
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
き
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
恩
赦
の
文
書
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
文
書
に

お
い
て
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

さ
て
、
第
四
六
文
書
か
ら
、
大
赦
令
お
よ
び
減
刑
令
の
執
行
数
に

つ
い
て
見
て
い
く
。
次
の
第
三
表
は
、
大
赦
令
の
罪
名
と
人
数
を
台

北
・
新
竹
・
宜
蘭
・
台
中
・
彰
化
・
苗
栗
・
雲
林
・
埔
里
社
・
台
南
・

中京法学��巻１・２号 (����年)���(���)

第三表 大赦令執行表
法院

罪名及人員 内乱罪 (人) 兇徒聚衆ノ罪 (人) 計 (人)
台北地方法院 5 1 6
新竹地方法院 4 0 4
宜蘭地方法院 1 0 1
台中地方法院 0 0 0
彰化地方法院 2 0 2
苗栗地方法院 3 0 3
雲林地方法院 4 0 4
埔里社地方法院 0 0 0
台南地方法院 7 0 7
嘉義地方法院 0 0 0
鳳山地方法院 16 7 23
恒春地方法院 0 11 11
澎湖島地方法院 0 0 0

合 計 42 19 61

(『明治三十年台湾総督府公文類纂甲種永久保存第十五巻』 第四六文書から筆者作成)



嘉
義
・
鳳
山
・
恒
春
・
澎
湖
島
の
各
地
方
法
院

別
に
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。
内
乱
罪
が
計
四
二

名
で
、
兇
徒
聚
衆
ノ
罪
が
一
九
名
で
、
合
計
六

一
名
で
あ
っ
た
。
第
四
表
は
、
覆
審
法
院
を
含

む
台
北
・
新
竹
・
宜
蘭
・
台
中
・
彰
化
・
苗
栗
・

雲
林
・
埔
里
社
・
台
南
・
嘉
義
・
鳳
山
・
恒
春
・

澎
湖
島
の
各
地
方
法
院
別
に
分
け
、
新
法
院
と

旧
法
院
に
お
け
る
刑
の
種
類
別
に
分
類
し
た
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
表
か
ら
は
、
大
赦
令
執
行
表
を
見

る
と
、
大
赦
数
の
多
い
地
域
は
内
乱
罪
が
一
六

名
の
鳳
山
地
方
法
院
で
あ
る
が
、
減
刑
令
執
行

表
の
新
法
院
を
見
る
と
、
台
北
が
多
く
、
次
い

で
台
南
、
鳳
山
と
続
く
。
旧
法
院
を
見
る
と
、

台
北
地
方
法
院
の
一
七
名
が
最
も
多
い
が
懲
役

六
年
以
下
の
刑
罰
で
あ
る
こ
と
か
ら
重
い
も
の

で
は
な
い
。
台
北
地
方
法
院
に
最
も
多
い
重
禁

錮
の
刑
に
服
し
て
い
た
者
は
、
一
三
一
名
と
多

台湾総督府と恩赦制度 (東山) ���(���)

第四表 減刑令執行表
新法院ニ於テ裁判シタルモノ 旧法院ニテ裁判シタルモノ

各法院 死
刑
無期
徒刑

有期
徒刑

重懲
役
軽懲
役 重禁錮 軽禁錮

死
刑
懲役六
年以上

懲役六
年以下 計

刑名
覆審法院 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
台北地方法院 0 2 1 3 1 131 0 0 3 17 158
宜蘭地方法院 0 0 3 2 0 4 0 0 1 1 11
新竹地方法院 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 22
苗栗地方法院 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 7
台中地方法院 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
彰化地方法院 0 1 5 1 0 12 0 0 0 0 19
雲林地方法院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埔里社地方法院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義地方法院 0 0 0 0 1 26 0 0 1 3 31
台南地方法院 0 1 3 1 0 51 0 0 1 3 60
鳳山地方法院 0 6 10 3 1 37 0 6 3 3 69
恒春地方法院 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
澎湖島地方法院 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 11
合 計 0 10 23 10 4 321 0 6 9 27 410

(『明治三十年台湾総督府公文類纂甲種永久保存第十五巻』 第四六文書から筆者作成)

備考 表中旧法院トハ軍制中ノ組織ニ係ル法院ニシテ日令二十一号即台湾住民刑罰令ヲ
適用シ処断シタル者ヲ云フ又新法院ハ即昨年五月律令第訂 [四] (一) 号ニ依リ法
院訂 [新] (開) 設后処断セラレタルモノヲ云フ
浴典者総数四百十名ノ内内地人ハ五十二人ニシテ他ハ土

マ

人
マ

ナリ
減刑ノ結果赦免セラレタル者総計四十六人也(100)



く
、
次
い
で
台
南
の
五
一
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
死
刑
判
決
は
内
乱
罪
受
刑
者
の
鳳
山
の
六
名
で
あ
る
が
、

旧
法
院
で
の
裁
判
で
あ
る
た
め
、
領
台
当
初
の
戦
乱
期
で
の
判
決
で
あ
ろ
う
。

明
治
三
〇
年
三
月
二
日
に

｢

大
赦
令
発
布
ニ
付
赦
免
ノ
恩
典
ニ
浴
シ
タ
ル
モ
ノ
ヽ
状
況
及
一
般
人
民
ノ

感
情
視
察
ノ
要
項
別
紙
ノ
通
台
北
県
知
事
ヨ
リ
報
告
ニ
付
供
高
覧

(

�)｣

と
し
て
、
台
北
県
知
事
橋
口
文
蔵
よ

り
二
月
二
六
日
付
に
て
、｢

大
赦
令
ニ
依
リ
赦
免
セ
ラ
レ
タ
ル
刑
事
被
告
人
ノ
挙
動｣

と

｢

大
赦
令
ニ
依
リ

減
刑
ノ
恩
典
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ノ
挙
動｣

に
つ
い
て
の
報
告
が
民
政
局
長
水
野
遵
に
な
さ
れ
て
い
る
。
続
け

て
、
二
月
二
七
日
に
は
、
文
山
堡
草
�
庄
ほ
か
の
土
匪
一
三
一
名

(

減
刑
令
執
行
表
に
あ
る
最
も
人
数
の

多
か
っ
た
新
台
北
地
方
法
院
で
の
重
禁
錮
刑
で
あ
る)

が
景
尾
街
警
察
署
に
お
い
て
大
赦
令
が
執
行
さ
れ
、

｢

一
月
三
十
一
日
以
前
ニ
於
ケ
ル
兇
徒
嘯
集
犯
ニ
シ
テ
真
心
悔
悟
ノ
情
ア
ル
モ
ノ
ト
認
メ

(

�)｣

て
、｢

将
来
ノ

心
得
方
等
ヲ
戒
諭
シ
夫
々｣

を
解
放
し
た
旨
と
一
三
一
名
全
員
の
住
所
・
氏
名
・
年
齢
を
記
載
し
、
橋
口

県
知
事
か
ら
台
湾
総
督
乃
木
希
典
へ
報
告
し
て
い
る
。

次
い
で
、
台
南
県
知
事
磯
貝
静
蔵
か
ら
水
野
民
政
局
長
へ
の
報
告

(

�)

は
、
五
月
一
三
日
に
、｢

大
赦
令
ニ
依

リ
赦
免
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
対
ス
ル
取
扱
方
ニ
付
テ｣
は
内
訓
を
発
し
て

｢

懇
切
取
扱
ハ
シ
メ
来
リ
候
処

恩
典
式
執
行
以
来
三
月
三
十
日
ニ
至
ル
ノ
間
取
扱
及
視
察
ニ
係
ル
状
況｣

を
次
の
第
五
表
に
よ
り
報
告
し

て
い
る
。

こ
の
第
五
表
に
あ
る
謹
慎
者
の
一
四
名
に
つ
い
て
は
、
台
南
県
は

｢
赦
免
出
獄
後
天
恩
ノ
渥
キ
ニ
感
シ｣

て
、
或
る
も
の
は
農
業
に
、
或
る
も
の
は
商
業
に
従
事
し
て
お
り
、
頗
る
謹
慎
を
表
し
再
び
犯
罪
を
起
こ

す
形
跡
が
な
い
と
報
告
し
て
い
る
。
し
か
し
、
所
在
不
明
者
の
一
三
名
に
つ
い
て
は
、｢

恩
典
ヲ
蒙
ム
ル
ニ

中京法学��巻１・２号 (����年)���(���)

第五表 台南県大赦後の状況報告
国事犯 10 謹慎 7 所在不明 2 死亡 1
常時犯 17 謹慎 7 所在不明 10 死亡 0
軍隊坑敵 1 謹慎 0 所在不明 1 死亡 0
計 28 謹慎 14 所在不明 13 死亡 1

(『明治三十年台湾総督府公文類纂甲種永久保存第十五巻』 第四六文書から筆者作成)



至
リ
タ
ル
モ
之
レ
ニ
感
シ
タ
ル
ノ
模
様
ナ
ク｣

と
、
或
る
も
の
は
土
匪
の
群
に
入
り
、
或
る
も
の
は
強
盗
窃
盗
の
仲
間
と
組
し
各
所
を

徘
徊
し
、
一
定
の
住
所
を
持
た
ず
山
中
に
住
み
村
々
に
出
没
し
て
は
横
行
を
極
め
民
財
を
掠
奪
し
て
い
る
と
、
ま
た
、
未
就
捕
の
犯
人

や
逃
し
て
山
中
に
あ
る
匪
徒
に
対
し
て
は
、
告
諭
に
よ
り
大
赦
令
の
執
行
を
発
表
し
て
い
る
が
反
応
が
な
く
、
そ
の
た
め
、
地
方
の
名

望
家
ま
た
は
資
産
家
を
通
じ
て
そ
の
旨
を
伝
え
、
速
や
か
に
帰
順
し
て
正
業
に
就
く
こ
と
を
努
め
る
よ
う
勧
誘
し
て
い
る
が
、
遅
疑
逡

巡
し
、
帰
順
す
る
者
が
い
な
い
と
、
大
赦
の
恩
典
に
感
じ
て
い
る
模
様
が
見
え
ず
、
頗
る
疑
惑
の
形
跡
あ
る
の
み
で
あ
る
と
報
告
し
て

い
る
。
最
後
に
は
、｢
却
テ
悪
意
ヲ
増
長
シ
一
層
ノ
悪
意
ヲ
逞
ス
ル
モ
ノ
ヽ
如
シ
ト
云
ヘ
リ｣

と
結
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
台
南
に
お

い
て
は
、
大
赦
令
の
執
行
は
匪
徒
の
悪
意
を
増
長
さ
せ
る
だ
け
だ
っ
た
と
捉
え
て
い
る
。

次
い
で
、
明
治
三
〇
年
三
月
一
六
日
に
台
中
県
か
ら
の
大
赦
令
発
布
後
の
民
間
の
状
況
に
つ
い
て
の
報
告

(

�)

が
な
さ
れ
た
。
こ
の
台
中

県
の
鑑
文
書
に
書
か
れ
た
文
書
に
は
、｢

秘｣

の
ス
タ
ン
プ
が
押
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
秘
密
文
書
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

台
中
県
で
は
、
三
月
一
一
日
に
台
中
県
知
事
村
上
義
雄

(

�)

か
ら
未
だ
大
赦
令
の
発
布
お
よ
び
そ
の
報
告
が
あ
る
こ
と
も
知
ら
な
い
者
が

多
く
、
恩
典
に
浴
し
赦
免
出
獄
し
た
者
は
雲
林
監
獄
に
お
い
て
僅
か
に
四
名
で
、
こ
の
四
名
も
赦
免
の
当
時
は
深
く
反
省
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
が
真
心
悔
悟
し
た
と
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
聖
諭
を
伝
え
よ
う
と
街
庄
長
や
堡
長
と
と
も
に
努
力
し
て
い
る
が
、
こ
の
地
方

の
大
半
は
、
明
治
二
八
年
の
戦
乱
以
来
匪
徒
討
伐
が
行
わ
れ
た
た
め
、
当
時
の
民
心
が
未
だ
鎮
静
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
の
理
由
に
よ

り
、
直
ぐ
に
は
聖
恩
の
優
渥
な
る
を
感
謝
す
る
に
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
、
と
報
告
し
て
い
た
。

澎
湖
島
庁
か
ら
は
、
澎
湖
島
島
司
の
伊
集
院
兼
良
が
三
月
一
日
付
け

(
�)

で
、
大
赦
令
に
お
い
て
赦
免
の
恩
典
に
浴
し
た
者
が
い
な
い
こ

と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
台
湾
総
督
府
は
、
台
北
・
台
中
・
台
南
の
三
県
と
澎
湖
庁
の
一
庁
か
ら
の
報
告
を
取
り
纏
め
て
、
拓
殖
務
大
臣
へ
の

台湾総督府と恩赦制度 (東山) ���(���)



報
告
を
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
各
県
か
ら
の
報
告
を
見
る
限
り
に
お
い
て
、
各
県
が
使
用
す
る
用
紙
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

県
内
の
ど
の
部
署
が
主
務
課
と
な
っ
て
文
書
を
作
成
し
て
い
る
の
か
に
よ
っ
て
取
扱
方
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、

台
北
県
で
は
台
北
県
警
察
用
の
用
紙
を
使
用
し
、
台
南
県
・
台
中
県
お
よ
び
澎
湖
島
庁
は
、
県
ま
た
は
庁
の
用
紙
を
使
用
し
て
い
た
こ

と
か
ら
、
台
北
で
は
警
察
が
、
他
県
で
は
行
政
が
報
告
を
行
っ
て
お
り
、
各
地
方
に
よ
っ
て
報
告
す
る
部
署
が
異
な
っ
て
い
た
。
こ
れ

は
、
各
県
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
署
の
業
務
の
分
担
量
な
ど
に
合
わ
せ
て
、
業
務
分
掌
が
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

さ
ら
に
、
台
湾
総
督
府
に
お
い
て
纏
め
ら
れ
、
拓
殖
務
大
臣
に
報
告
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
各
県
か
ら
の
報
告
書
に
は
、
大
赦
令
お
よ
び

減
刑
令
に
よ
り
、
赦
免
の
恩
典
に
浴
し
た
者
お
よ
び
一
般
人
民
の
感
情
や
恩
恵
を
受
け
、
出
獄
し
た
後
の
囚
人
の
挙
動
に
つ
い
て
ま
も

報
告
し
て
い
た
。
そ
の
報
告
内
容
と
は
、

彼
等
ハ
補(

赦
免
ノ
初)

喜
色
満
面
ニ
溢
レ
親
族
旧
友
ノ
訪
問
ス
ル
ア
レ
ハ
皇
恩
ノ
厚
キ
ヲ
吹
聴
シ
且
曰
ク
日
本
政
府
ハ
常
ニ
本

島
住
民
ニ
対
ス
ル
ニ
ハ
公
平
ニ
シ
テ
偏
頗
ナ
ク
慈
恵
ヲ
主
ト
訂[

シ
其
仮
装
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
認
ム]

(

セ
リ)

今
斯
ノ
恩
典
ニ
浴
ス

ル
ニ
至
リ
タ
ル
ハ
所
謂
一
視
同
仁
ノ
徳
沢
ト
シ

(

�)

と
、
赦
免
の
当
初
は
、
日
本
政
府
の
本
島
住
民
に
対
す
る
公
平
に
し
て
偏
波
な
く
慈
恵
を
主
と
し
て
い
る
と
、
恩
典
に
浴
す
る
に
至
っ

て
は
、
一
視
同
仁
の
徳
沢
だ
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
謹
慎
を
表
し
て
い
る
と
は
い
え
、
不
穏
な
言
動
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
出
獄
後
逃

亡
し
た
者
・
土
匪
の
群
に
入
っ
た
者
・
強
盗
窃
盗
の
仲
間
に
組
し
た
者
・
各
所
に
徘
徊
出
没
し
一
定
の
住
所
を
持
た
ず
良
民
を
害
し
た

者
な
ど
は
、
悪
意
を
逞
し
く
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
等
を
細
別
し
て
、
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
た
。

第
六
表
の
出
獄
後
の
謹
慎
状
況
と
と
も
に
報
告
さ
れ
た
内
容
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
台
南
県
で
は
不
穏
な
動
き
が
あ
る
こ
と
が
報
告

中京法学��巻１・２号 (����年)���(���)



さ
れ
て
い
た
。
逃
亡
者
が
多
い
台
中
県
で
は
、
明
治
二
八
年
の
戦
乱
の
印
象
が
強
く
、
聖
恩
の
優

渥
な
る
を
感
謝
す
る
に
は
ま
だ
日
が
浅
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
一
方
で
、
一
般
人
民
の
感
情
と
し

て
、
内
地
人
は
固
よ
り
本
島
人
に
お
い
て
も
、
皇
恩
優
渥
に
し
て
寛
大
な
慈
悲
に
感
激
し
な
い
者

は
い
な
か
っ
た
と
、
さ
ら
に
、
奥
地
に
お
い
て
は
、
街
庄
長
な
ど
が
趣
旨
伝
達
に
奔
走
し
た
た
め
、

山
中
の
犯
人
に
ま
で
大
赦
の
恩
典
を
浴
し
た
者
が
、
一
〇
五
〇
人
以
上
に
な
っ
た
と
い
う
報
告
も

あ
っ
た
。

こ
の
皇
太
后
崩
御
に
お
け
る
大
赦
令
施
行
に
つ
い
て
の
記
録
文
書
は
、
台
湾
総
督
府
が
作
成
し

た
文
書
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ
う
に
台
湾
総
督
府
へ
報
告
し
た
各
県
か
ら
の
報
告
書
が
あ
る
。
さ

ら
に
、
台
北
県
と
台
南
県
に
お
い
て
は
、
県
知
事
決
裁
の
文
書
を
纏
め
た
簿
冊
、『

台
北
県
公
文

類
纂』
と

『

台
南
県
公
文
類
纂』

の
な
か
に
も
綴
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
県
か
ら
庁
へ
の
再

編
の
際
に
本
府
で
あ
る
台
湾
総
督
府
に
移
管
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
、
こ
の
県
の
公
文

書
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
明
治
三
〇
年
一
月
二
三
日
台
湾
総
督
子
爵
乃
木
希
典
よ
り
知
事
お

よ
び
島
司
へ
、｢
皇
太
后
陛
下

崩
御
ニ
付
大
赦
令
ノ
恩
恵
ニ
浴
シ
赦
免
セ
ラ
ル
ヘ
キ
者
取
扱
方

左
ノ
方
法
ニ
依
リ
令
旨
ノ
徹
底
ス
ル
様
取
計
フ
ヘ
シ

(

�)｣

と
の
内
訓
が
な
さ
れ
る
。

こ
こ
に
示
さ
れ
た
赦
免
さ
れ
る
者
の
取
扱
方
と
は
、
ま
ず
、
第
一
に
、
地
方
長
官
は
赦
免
者
の

性
質
犯
罪
の
種
類
に
よ
り
軽
重
を
量
る
こ
と
、
そ
の
重
き
者
に
対
し
て
は
赦
免
後
よ
く
令
旨
を
訓

戒
感
化
せ
し
め
て
再
び
不
良
の
徒
族
と
な
ら
な
い
よ
う
に
保
護
す
る
方
法
を
立
て
る
こ
と
。
第
二

に
、
罪
を
犯
し
未
だ
捕
に
就
か
ざ
る
者
に
対
し
て
速
や
か
に
令
旨
を
伝
告
し
赦
免
後
よ
く
令
旨
を

台湾総督府と恩赦制度 (東山) ���(���)

第六表 出獄後の謹慎状況
県別 ������ ����	��
����� �������� ������

小計
種別 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

台北県 13 0 1 0 5 0 5 0 0 0 24
台中県 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
台南県 14 0 0 0 13 0 0 0 1 0 28
澎湖島庁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 31 0 1 0 18 0 5 0 1 0 56

(『明治三十年台湾総督府公文類纂甲種永久保存第十五巻』 第四七文書から筆者作成)



訓
戒
感
化
せ
し
め
て
再
び
不
良
の
徒
族
と
な
ら
な
い
よ
う
に
保
護
す
る
方
法
を
立
て
る
こ
と
。
第
三
に
、
注
意
す
べ
き
者
に
つ
い
て
は
、

時
に
は
警
察
官
を
家
へ
派
し
恩
恵
の
徹
底
す
る
様
注
意
す
る
こ
と
。
第
四
に
、
赦
免
さ
れ
た
者
の
挙
動
を
当
分
の
間
、
毎
月
一
回
翌
月

一
〇
日
ま
で
に
民
政
局
長
に
詳
細
を
報
告
す
る
よ
う
に
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
同
日
、
水
野
民
政
局
長
よ
り
橋
口
台
北
県
知
事
へ
、

｢

大
赦
令
ニ
依
リ
赦
免
セ
ラ
レ
タ
ル
者
取
扱
方
ニ
付
キ
補(

民)

内
削[

訓]

第
一
二
六
号
ヲ
以
テ
内
訓
相
成
候
ニ
付
キ
其
取
扱
方
法

順
序
ハ
夫
々
御
計
画
可
有
之
候
得
共
尚
左
ノ
事
項
ニ
依
リ
御
斟
酌
相
成
度
此
段
申
進
候
也

(

�)｣

と
、
第
一
に
、
常
時
犯
に
し
て
減
刑
に
よ

り
赦
免
の
者
ま
た
は
大
赦
に
浴
し
た
る
者
で
も
人
物
順
良
に
し
て
地
方
の
安
寧
を
害
す
る
こ
と
が
な
い
と
認
め
た
者
に
対
し
て
は
こ
の

内
訓
の
取
扱
は
要
し
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
未
捕
の
犯
人
に
伝
告
す
る
に
は
最
も
確
実
な
方
法
を
取
る
た
め
に
山
中
の
匪
類
に
し
て
恩

に
感
じ
真
心
悔
悟
す
る
者
も
い
る
こ
と
か
ら
次
の
方
法
で
伝
達
す
る
と
し
て
、
一
つ
に
地
方
の
名
望
家
ま
た
は
資
産
家
を
伝
告
者
と
す

る
こ
と
、
二
つ
に
赦
免
に
て
出
獄
者
し
た
者
の
内
順
良
な
者
を
伝
告
者
と
す
る
こ
と
、
三
つ
に
大
赦
令
の
発
布
に
つ
き
告
諭
を
発
し
令

旨
を
周
知
す
る
こ
と
、
四
つ
に
大
赦
令
お
よ
び
告
諭
を
速
や
か
に
各
地
に
配
布
す
る
方
法
を
設
け
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

第
三
に
、
赦
免
者
監
視
の
方
法
に
つ
い
て
は
警
察
官
吏
の
配
置
な
き
場
所
に
は
憲
兵
隊
に
通
知
し
注
意
せ
し
む
る
こ
と
、
第
四
に
、
赦

免
者
の
出
獄
前
に
お
い
て
司
獄
官
を
し
て
令
旨
を
訓
誡
し
、
感
化
せ
し
む
る
方
法
を
と
る
こ
と
な
ど
が
伝
え
ら
れ
た
。

乃
木
総
督
か
ら
の
内
訓
お
よ
び
水
野
民
政
局
長
か
ら
の
申
進
の
二
日
後
に
、
台
北
県
と
し
て
管
内
の
支
庁
長
へ
内
訓
第
三
号
を
発
し

て
い
た
。
水
野
民
政
局
長
よ
り
の
第
二
の
伝
告
方
の
三
つ
目
の
方
法
と
し
て
、
一
般
人
民
に
向
け
て
の
告
諭
は
謄
写
し
掲
示
す
る
こ
と

と
、
赦
免
者
挙
動
報
告
表
を
作
成
し
、
毎
月
、
各
警
察
署
長
も
し
く
は
憲
兵
隊
の
分
屯
長
か
ら
の
報
告
を
受
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
纏
め
た
も
の
が
、
台
北
県
の
文
書
で
あ
り
、
台
北
県
か
ら
の
報
告
書
は
一
月
か
ら
一
二
月
ま
で
の
一
年
間
分
の
報
告
書
と
し

て
、
纏
め
ら
れ
て
い
た
。

『

台
南
県
公
文
類
纂』

で
は
、｢

皇
太
后
陛
下
崩
御
ニ
関
ス
ル
一
件
書

(

�)｣
と
し
て
纏
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
告
示
案
と
し
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て
明
治
三
〇
年
二
月
二
六
日
に｢

大
赦
及
減
刑
ノ
恩
恵
ニ
関
ス
ル
告
諭
第
二
号
ハ
告
示
ヲ
要
ス
ル
旨
ト
ス

(

�)｣

と
、
号
外
の｢

台
南
県
報｣

が
綴
ら
れ
て
お
り
、
明
治
三
〇
年
三
月
三
日
付
で
、
鳳
山
支
庁
今
井
武
夫
内
務
課
長
よ
り
、｢

告
諭
第
二
号
掲
示
方
東
港
憲
兵
屯
所
長

へ
依
頼
案｣

と
し
て
の
県
報
の
掲
示
依
頼
の
文
書
が
添
付
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、｢

皇
太
后
陛
下
崩
御
ニ
関
ス
ル
一
件
書｣

と
し
て

纏
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
こ
の
一
冊
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
同
じ
件
名
で

｢

皇
太
后
陛
下
崩
御
ニ
関
ス
ル
一
件
書

(

�)｣

が
別
の
簿
冊
に
纏

め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
二
冊
を
比
較
す
る
と
、
簿
冊
番
号
九
七
七
〇
の
文
書
は
、
元
台
南
県
下
の
鳳
山
支
庁
の
文
書
で
あ
り
、
簿
冊
番

号
九
七
五
二
の
文
書
は
、
元
台
南
県
下
の
嘉
義
支
庁
の
文
書
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
県
の
文
書
と
は
い
え
ど
も
、
台
北
県
は
県

の
公
文
書
で
あ
り
、
台
南
県
は
支
庁
の
公
文
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
。｢

台
北
県
公
文
類
纂｣

と

｢

台
南
県
公
文
類
纂｣

と
の
文
書
内

容
、
レ
ベ
ル
の
違
い
は
こ
の
点
に
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
台
北
県
で
は
、
各
支
庁
長
等
か
ら
詳
細
な
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、

台
北
県
が
県
の
公
文
書
と
し
て
報
告
を
受
け
て
纏
め
た
た
め
で
あ
る
。
台
南
県
の
文
書
に
は
そ
の
よ
う
な
報
告
書
が
見
当
た
ら
な
い
。

そ
れ
は
支
庁
の
文
書
だ
か
ら
で
あ
る
。
台
南
県
が
旧
県
文
書
と
し
て
台
湾
総
督
府
に
移
管
さ
れ
る
際
に
、
二
度
に
分
け
て
移
管
さ
れ
た

こ
と
、
台
南
県
の
二
つ
の
簿
冊
が
、
臨
時
文
書
編
纂
委
員
柳
田
方
吉
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
台
南
県
に
お
い
て
編
纂

さ
れ
た
上
で
移
管
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
旧
県
文
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
点
を
含
め
て
今
後
の
課
題

と
し
て
い
き
た
い
。

こ
こ
で
は
、
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
に
綴
ら
れ
た
恩
赦
に
関
す
る
各
県
か
ら
台
湾
総
督
府
へ
の
報
告
お
よ
び
旧
県
文
書
に
綴
ら
れ
た

支
庁
か
ら
県
へ
の
報
告
書
か
ら
恩
赦
の
執
行
並
に
住
民
や
匪
徒
の
感
情
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
匪
徒
刑
罰
令
に
よ
る
刑
の
執
行
が
減

少
し
て
い
く
な
か
で
、
大
正
三
年
の
昭
憲
皇
太
后
崩
御
の
際
の
恩
赦
執
行
に
お
い
て
、
台
湾
総
督
府
は
、
匪
徒
の
囚
人
に
対
し
て
、

『

大
正
三
年
台
湾
総
督
府
事
務
成
績
提
要』

第
二
〇
編
の
第
四
章
民
政
部
法
務
部
の
項
目｢

囚
情｣

の
欄

(

�)

に
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
。
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囚
情

近
年
在
監
者
ノ
減
少
ス
ル
ニ
従
ヒ
行
刑
処
遇
ノ
コ
ト
漸
ク
周
密
ヲ
加
ヘ
来
リ
大
正
元
年
ノ
恩
赦
ニ
依
リ
減
刑
セ
ラ
レ
タ
ル

者
続
�
出
監
シ
尚
ホ
畏
レ
多
ク
モ

昭
憲
皇
太
后
陛
下
崩
御
ニ
丁
リ
広
ク
減
刑
ヲ
行
ハ
セ
ラ
レ
タ
ル
為
メ
サ
ラ
ヌ
ダ
ニ
獄
底
ノ
匪

囚
其
ノ
恩
ニ
感
泣
シ
囚
状
極
テ
平
穏
ニ
シ
テ
各
其
ノ
非
ヲ
悔
ヒ
行
刑
ノ
効
果
大
ニ
顕
ハ
レ
タ
リ

と
、
大
正
元
年
の
明
治
天
皇
の
崩
御
に
続
き
、
昭
憲
皇
太
后
の
崩
御
に
よ
り
、
減
刑
が
広
く
実
施
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
匪
徒
の
囚
人
も

そ
の
恩
恵
を
受
け
た
こ
と
に
対
し
て
感
泣
し
、
極
め
て
平
穏
で
あ
り
、
自
ら
の
非
を
悔
い
て
い
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
、
恩
赦
に
よ
る

減
刑
と
行
刑
の
大
き
な
効
果
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
が
、
総
督
へ
の
報
告
書
で
あ
る

『

事

務
成
績
提
要』

に
お
い
て
記
す
こ
と
に
よ
り
、
法
務
部
の
行
刑
成
果
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

本
論
で
は
、
明
治
二
九
年
と
翌
三
〇
年
に
お
け
る
恩
赦
に
関
す
る
記
録
を
見
て
き
た
。
ま
ず
、
明
治
二
九
年
の
恩
赦
の
稟
議
は
台
湾

総
督
府
内
で
決
定
さ
れ
本
国
政
府
に
送
ら
れ
た
も
の
の
、
監
督
官
庁
で
あ
る
拓
殖
務
省
に
お
い
て
認
め
ら
れ
ず
、
結
局
閣
議
に
提
出
さ

れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
制
度
運
用
上
の
理
由
に
よ
り
、
あ
ま
り
に
も
露
骨
な
政
治
的
な
利
用
に
よ
る
恩
赦
を
行
う
と
い
う

要
請
を
認
め
な
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
慶
事
で
も
弔
事
で
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
の
領
有
に
激
し
く
抵
抗
し

た
漢
族
系
住
民
を
懐
柔
す
る
政
策
の
一
つ
と
し
て
唐
突
に
恩
赦
を
行
う
と
い
う
総
督
府
の
提
案
を
、
政
府
は
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
拓
殖
務
省
文
書
が
残
っ
て
い
な
い
現
状
に
お
い
て
は
正
確
に
は
分
か
ら
な
い
が
、
考
え

ら
れ
る
こ
と
は
、
か
か
る
台
湾
総
督
府
か
ら
の
稟
議
、
つ
ま
り
台
湾
総
督
名
に
よ
る
稟
議
を
、
如
何
に
監
督
省
で
あ
る
と
は
い
え
拓
殖
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務
省
だ
け
で
処
理
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
恩
赦
案
を
内
閣
法
制
局
や
内
閣
書
記
官
な
ど
関
係
機
関
や
関
係
者
と

協
議
し
て
、
不
許
可
の
決
定
を
下
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
約
一
ヶ
月
後
の
皇
太
后
の
崩
御
と
い
う
弔

事
が
起
こ
り
、
改
め
て
台
湾
総
督
府
に
よ
る
恩
赦
案
が
浮
上
し
、
こ
こ
に
台
湾
に
お
い
て
初
め
て
の
恩
赦
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
恩
赦
執
行
の
特
徴
は
、
領
有
の
際
に
抵
抗
し
て
い
た
土
匪
お
よ
び
匪
徒
刑
罰
令
違
犯
者
に
対
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
ま
さ

に
、
台
湾
総
督
府
の
意
図
し
た
も
の
が
、
偶
然
に
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
記
録
か
ら
、
台
湾
総
督
府
は
、
赦
免
を
知
ら
な
い
者
た
ち
に
対
し
て
、
街
庄
長
や
堡
長
、
名
望
家
や
資
産
家
の
協

力
の
も
と
で
令
旨
の
伝
達
を
行
う
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講
じ
て
、
山
中
の
奥
に
住
む
台
湾
人
す
べ
て
に
対
し
て
、
懐
柔
政
策
を
行

お
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
台
湾
総
督
府
と
し
て
は
、
い
か
に
し
て
新
附
の
民
で
あ
る
台
湾
人
を
懐
柔
し
て
い
く
の
か
に
統
治

能
力
が
問
わ
れ
る
こ
と
を
領
有
当
初
か
ら
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
後
、
明
治
天
皇
崩
御
か
ら
大
正
の
大
礼
の
恩
赦
執
行
、
昭
憲
皇
太
后
崩
御
に
よ
る
恩
赦
執
行
、
植
民
地
へ
の
初
の
行
啓
で
あ
る

大
正
一
二
年
の
摂
政
宮
裕
仁
皇
太
子
の
台
湾
行
啓
の
恩
赦
執
行
、
大
正
天
皇
崩
御
か
ら
昭
和
の
大
礼
の
恩
赦
執
行
と
、
台
湾
人
の
懐
柔

政
策
と
し
て
の
恩
赦
は
、
台
湾
に
お
い
て
も
引
き
続
き
行
わ
れ
て
い
っ
た
。

恩
赦
の
記
録
に
つ
い
て
は
、｢

恩
赦
文
書
か
ら
見
る
台
湾
総
督
府
の
文
書
管
理

(

�)｣

に
お
い
て
、
大
正
元
年
か
ら
大
正
四
年
に
か
け
て

の
明
治
天
皇
の
崩
御
か
ら
大
正
天
皇
の
即
位
の
御
大
典
に
お
け
る
恩
赦
の
文
書
が
、｢

永
久
保
存｣

文
書
と
し
て
綴
ら
れ
て
お
り
、
大

正
一
二
年
の
摂
政
宮
裕
仁
皇
太
子
の
台
湾
行
啓
に
お
け
る
恩
赦
の
文
書
が
、｢

十
五
年
保
存｣

文
書
と
し
て
綴
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い

て
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
本
稿
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
明
治
三
〇
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
甲
種
永
久
保
存
文
書
か
ら
も
、｢

永
久｣

を

｢

十
五
年｣

と
書
き
換
え
た
文
書
を
永
久
保
存
文
書
の
簿
冊
に
編
綴
す
る
と
い
う
事
例
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
有
期
年
限
文

書
で
あ
る

｢

十
五
年
保
存｣

が
廃
棄
さ
れ
ず
に
残
っ
て
い
る
こ
と
、
永
久
保
存
文
書
と
と
も
に
編
綴
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
偶
々
結
果
と
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し
て
残
っ
て
し
ま
っ
た
文
書
と
も
言
え
る
が
、
永
久
に
保
存
す
べ
き
文
書
と
し
て
の

｢

永
久
保
存｣

と
の
境
界
線
を
探
る
た
め
に
、
今

後
の
課
題
と
し
て
、
改
め
て
十
五
年
保
存
文
書
と
は
い
か
な
る
文
書
で
あ
っ
た
の
か
を
論
じ
て
い
き
た
い
。

さ
ら
に
、
最
後
に
取
り
上
げ
た
旧
県
文
書
に
は
、
県
の
公
文
書
と
支
庁
の
公
文
書
が
混
ざ
り
合
っ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
こ
と
か
ら
、
旧
県
文
書
に
つ
い
て
の
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

【
註
】

(

１)
『

国
史
大
辞
典』
に
よ
る
と
、
恩
赦
と
は
、｢

国
家
元
首
の
特
権
に
よ
っ
て
公
訴
権
を
消
滅
さ
せ
、
ま
た
は
刑
の
言
渡
し
の
効
力
の
全
部
ま

た
は
一
部
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
恩
赦
に
は
、
一�
政
令
で
罪
の
種
類
を
定
め
て
行
わ
れ
、
有
罪
言
渡
し
の
効
力
ま
た
は
公
訴
権
を
消

滅
さ
せ
る

｢

大
赦｣

、
二�
有
罪
の
言
渡
し
を
う
け
た
特
定
の
者
に
対
し
て
行
わ
れ
、
有
罪
言
渡
し
の
効
力
を
失
わ
せ
る

｢

特
赦｣

、
三�
刑
の
言

渡
し
を
う
け
た
者
に
対
し
て
罪
も
し
く
は
刑
の
種
類
を
さ
だ
め
て
、
ま
た
は
刑
の
言
渡
し
を
う
け
た
特
定
の
者
に
対
し
て
行
わ
れ
、
刑
の
減
軽

ま
た
は
刑
の
執
行
の
減
軽
の
効
力
を
も
つ

｢

減
刑｣

、
四�
刑
の
言
渡
し
を
う
け
た
特
定
の
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る

｢

刑
の
執
行
の
免
除｣

、
五�

有
罪
の
言
渡
し
を
う
け
た
た
め
法
令
に
よ
り
資
格
を
喪
失
ま
た
は
停
止
さ
れ
た
者
に
対
し
て
、
要
件
を
定
め
、
ま
た
は
特
定
の
者
に
対
し
て
行

わ
れ
、
資
格
回
復
の
効
力
を
も
つ

｢

復
権｣
と
が
あ
る
。
内
閣
が
決
定
し
、
天
皇
が
認
証
し
て
行
う
。
恩
赦
法
に
詳
細
な
規
定
が
お
か
れ
て
い

る
。｣

と
あ
る

(『

国
史
大
辞
典』

第
二
巻
、
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
・
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
一
年
六
月
二
〇
日
、
九
七
三
頁)

。

(

２)
｢

大
喪
ニ
附
キ
大
赦
ノ
件｣

(

御
署
名
原
本
・
明
治
三
〇
年
・
勅
令
第
八
号
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド�

�����������)

。

(

３)
｢

恩
赦
��
万
人
閣
議
決
定｣

(『

毎
日
新
聞』

朝
刊
、
二
〇
一
九
年
一
〇
月
一
九
日
、
一
頁)

。

(

４)

法
務
省�

		

��
�



��

�
���

�
��


�
�
�
�
�
��

��
�
�
�
�
�
�
�
�
����������

	�
�

参
照
。

(

５)

同
上
。
恩
赦
の
種
類
に
つ
い
て
、｢

恩
赦
は
、
行
政
権
に
よ
っ
て
、
国
家
刑
罰
権
を
消
滅
さ
せ
、
裁
判
の
内
容
を
変
更
さ
せ
、
又
は
裁
判
の

効
力
を
変
更
若
し
く
は
消
滅
さ
せ
る
行
為
で
あ
り
、
憲
法
第
７
条
及
び
第
�
条
に
基
づ
き
、
内
閣
が
決
定
し
、
天
皇
が
認
証
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。
恩
赦
法
に
お
い
て
、
政
令
を
も
っ
て
行
う
恩
赦(

政
令
恩
赦)

と
個
別
に
行
う
恩
赦(

個
別
恩
赦)

の
２
種
類
が
定
め
ら
れ
て
い
る｣

。
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｢(

１)

政
令
恩
赦

政
令
で
恩
赦
の
対
象
と
な
る
罪
や
刑
の
種
類
、
基
準
日
等
を
定
め
て
、
そ
の
要
件
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
一
律
に
行
わ

れ
る
も
の
。
大
赦
、
減
刑
、
復
権
の
３
種
類
が
あ
り
、
実
施
さ
れ
る
恩
赦
の
種
類
ご
と
に
大
赦
令
、
減
刑
令
又
は
復
権
令
が
公
布
さ
れ
る｣

。

(
６)

���
�
����	
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����������

｢

恩
赦
法｣

、
昭
和
二
二
年

法
律
第
二
十
号
、
最
終
更
新
・
平
成
二
五
年
六
月
一
九
日
公
布
法
律
第
四
九
号
改
正

[

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律]

｢

第
九
条

復
権

は
、
有
罪
の
言
渡
を
受
け
た
た
め
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
資
格
を
喪
失
し
、
又
は
停
止
さ
れ
た
者
に
対
し
て
政
令
で
要
件
を
定
め
て
こ

れ
を
行
い
、
又
は
特
定
の
者
に
対
し
て
こ
れ
を
行
う
。
但
し
、
刑
の
執
行
を
終
ら
な
い
者
又
は
執
行
の
免
除
を
得
な
い
者
に
対
し
て
は
、
こ
れ

を
行
わ
な
い
。｣

(

７)

前
註

(

３)

同
掲
。

(

８)
｢

本
島
ニ
大
赦
令
発
布
ノ
件
稟
申｣

(『

明
治
二
十
九
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
甲
種
永
久
保
存
第
七
巻』

第
二
九
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
〇
〇

六
二
、
台
湾
総
督
府
民
政
局
用
一
三
行
×
２
朱
罫
紙
三
枚
に
墨
筆)

。

(

９)

伊
藤
博
文
著

(『

皇
室
典
範
義
解』
、
国
家
学
会
、
明
治
二
二
年
四
月
二
四
日
、
二
三
頁)

。

(

�)
｢

御
元
服
大
礼
ニ
付
朝
敵
及
大
逆
無
道
ヲ
除
ク
外
一
切
天
下
ニ
大
赦
ス｣

(

件
番
号
一
三
、
太��������

、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド�

��� �

!!� ��

第
六
類
太
政
類
典
・
第
一
編
・
慶
応
三
年
〜
明
治
四
年
・
第
二
〇
三
巻
・
治
罪
・
赦
宥
一)

。

(

�)
｢

御
即
位
大
礼
及
改
元
ニ
依
リ
九
月
八
日
ノ
現
犯
大
罪
ヲ
除
ク
外
総
テ
罪
一
等
ヲ
減
ス｣

(

件
番
号
四
、
太��������

、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー

ド�
��� �!!�"��

第
六
類
太
政
類
典
・
第
一
編
・
慶
応
三
年
〜
明
治
四
年
・
第
二
〇
三
巻
・
治
罪
・
赦
宥
一)

。

(

�)
｢

大
赦
令
施
行｣
(

勅
令
第
一
二
号
、『

官
報』

号
外
、
明
治
二
二
年
二
月
一
一
日
、
一
頁)

。

(

�)
｢

朕
茲
ニ
大
喪
ニ
丁
リ
恵
沢
ヲ
施
サ
ム
カ
為
特
ニ
命
シ
テ
左
ノ
条
項
ニ
依
リ
減
刑
ヲ
行
ハ
シ
ム｣

(

勅
令
第
七
号
、『

官
報』

明
治
三
〇
年
一

月
三
一
日
号
外
、
一
頁)

。

(

�)
｢

朕
茲
ニ
大
喪
ニ
丁
リ
恵
沢
ヲ
施
シ
台
湾
新
附
ノ
民
ヲ
シ
テ
浴
ク
皇
化
ニ
霑
ハ
シ
メ
ム
カ
為
勅
令
第
七
号
ニ
依
リ
減
刑
ヲ
行
ハ
シ
ム
ル
ノ
外

仍
左
ノ
条
項
ニ
依
リ
特
ニ
大
赦
ヲ
行
ハ
シ
ム｣

(

勅
令
第
八
号
、『

官
報』
明
治
三
〇
年
一
月
三
一
日
号
外
、
二
頁)

。

(

�)
｢

皇
太
后
陛
下

崩
御
遊
ハ
サ
レ
シ
ニ
付
普
通
犯
罪
ニ
ハ
刑
一
等
ヲ
減
シ
特
ニ
台
湾
住
民
ノ
国
事
犯
及
兇
徒
聚
衆
ノ
罪
ハ
之
ヲ
大
赦
シ
給
フ

謹
テ
惟
ミ
ル
ニ｣

(『

官
報』

第
四
〇
八
八
号
、
明
治
三
〇
年
二
月
二
〇
日
、
二
一
六
頁)

。
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(

�)
｢

本
年
勅
令
第
七
号
及
同
第
八
号
ニ
依
リ
台
北
県
各
監
獄
署
ニ
於
テ
赦
免
又
ハ
減
刑
セ
ラ
レ
タ
ル
者
左
ノ
如
シ｣

(『

官
報』

第
四
一
〇
〇
号
、

明
治
三
〇
年
三
月
六
日
、
八
二
頁
・
八
三
頁)

。

(
�)

｢

朕
茲
ニ
朝
鮮
ヲ
統
治
ス
ル
ノ
始
ニ
方
リ
恵
沢
ヲ
施
サ
ム
カ
為
左
ノ
条
項
ニ
依
リ
特
ニ
大
赦
ヲ
行
ハ
シ
ム｣

(

勅
令
第
三
二
五
号
、『

官
報』

号
外
、
明
治
四
三
年
八
月
二
九
日
、
八
頁
〜
一
〇
頁)

。

(

�)
｢

本
年
勅
令
第
三
百
二
十
五
号
大
赦
ニ
関
ス
ル
件
施
行
手
続
左
ノ
通
定
ム｣

(

統
監
府
訓
令
第
一
七
号
、『

官
報』

第
八
一
六
三
号
、
明
治
四

三
年
八
月
二
九
日
、
六
六
頁)

。

(

�)
｢

詔
書

恩
赦
令｣

(

詔
書
、『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
大
正
元
年
九
月
一
四
日
、
一
頁
。｢

詔
書
抄
録｣

(

大
正
元
年
九
月
一
三
日
官
報
号

外)

、『

台
湾
総
督
府
報』

第
三
六
号
、
大
正
元
年
九
月
二
二
日
、
六
二
頁)

。

(

�)
｢

恩
赦
令｣

(

勅
令
第
二
三
号
、『

官
報』

号
外
、
大
正
元
年
九
月
二
六
日
、
一
頁
・
二
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
大
正
元
年
九
月
二

六
日
、
一
・
二
頁
。
正
誤
、『
台
湾
総
督
府
報』

第
四
五
号
、
大
正
元
年
一
〇
月
四
日
、
一
四
頁)

。

(

�)
｢

大
赦
令｣

勅
令
第
二
四
号

(『
官
報』

号
外
、
大
正
元
年
九
月
二
六
日
、
二
頁
・
三
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
大
正
元
年
九
月
二
六

日
、
二
・
三
頁
。
正
誤
、『

台
湾
総
督
府
報』

第
四
五
号
、
大
正
元
年
一
〇
月
四
日
、
一
四
頁)

。

(

�)
｢

諭
告｣

(

台
湾
総
督
府
諭
告
第
一
号
、
大
正
元
年
九
月
二
六
日
、『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
三
頁
。『

官
報』

第
六
〇
号
、
大
正
元
年
一

〇
月
一
一
日
、
二
六
〇
頁)

。

(

	)
｢

大
正
元
年
勅
令
第
二
十
四
号
大
赦
令
ニ
依
リ
赦
免
ヲ
得
ヘ
キ
罪
ニ
付
刑
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
既
ニ
其
ノ
執
行
ヲ
了
リ
若
ハ
執
行
ノ
免
除
ヲ
得
タ

ル
者
又
ハ
其
ノ
遺
族
ニ
シ
テ
赦
免
ヲ
得
タ
ル
旨
ノ
証
明
ヲ
受
ケ
ム
ト
ス
ル
者
ハ
刑
ノ
言
渡
ヲ
為
シ
タ
ル
法
院
ノ
検
察
官
ニ
之
ヲ
申
出
ヘ
シ｣

(

告
示
第
二
九
号
、『

台
湾
総
督
府
報』

第
四
〇
号
、
大
正
元
年
九
月
二
八
日
、
八
〇
頁
。『

官
報』

第
六
〇
号
、
大
正
元
年
一
〇
月
一
一
日
、

二
六
〇
頁)

。

(


)
｢

恩
赦
令
施
行
規
則｣

(

府
令
第
四
四
号
、『

台
湾
総
督
府
報』
第
二
〇
二
号
、
大
正
二
年
四
月
二
四
日
、
九
四
頁)

。

(

�)
｢

減
刑
令｣

(

勅
令
一
〇
四
号
、『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
大
正
三
年
五
月
二
四
日
。『

官
報』

号
外
、
大
正
三
年
五
月
二
四
日
、
一
頁
。

『

台
湾
総
督
府
報』

第
五
〇
四
号
、
大
正
三
年
六
月
三
日
、
一
〇
頁)

。

(

�)
｢

詔
書

朕
大
礼
ヲ
行
フ
ニ
当
リ
普
タ
仁
慈
ヲ
布
キ
朕
カ
慶
福
ヲ
頒
タ
ム
コ
ト
ヲ
念
ヒ
特
ニ
有
司
ニ
命
シ
テ
恩
赦
ノ
事
ヲ
行
ハ
シ
ム
爾
有
衆
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其
レ
克
ク
朕
カ
意
ヲ
体
セ
ヨ｣

(

詔
書
、『

台
湾
総
督
府
報』

第
八
八
八
号
、
大
正
四
年
一
一
月
一
九
日
、
四
〇
頁)

。

(
�)

｢

減
刑
令｣

(

勅
令
二
〇
五
号
、『

官
報』

号
外
、
大
正
四
年
一
一
月
一
〇
日
、
一
頁
・
二
頁
。
勅
令
抄
録

『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
大
正

四
年
一
一
月
一
〇
日
、
一
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

第
八
八
八
号
、
大
正
四
年
一
一
月
一
九
日
、
四
〇
頁)

。

(

�)
｢

諭
告

恩
赦
令｣

(

諭
告
第
一
号
、『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
大
正
四
年
一
一
月
一
〇
日
、
一
頁
・
二
頁)

。

(

�)
｢

恩
赦
令
施
行
規
則
改
正｣

(

府
令
第
七
五
号
、『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
大
正
九
年
九
月
一
日
、
二
頁)

。

(

�)

台
湾
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
恩
赦
。
朝
鮮
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
の
は
、
朝
鮮
の
王
世
子
李
�
と
日
本
の
方
子
女
王
と
の
婚
姻
に
際
し
て
大

正
九
年
四
月
二
七
日
の
恩
赦(

勅
令
第
一
二
〇
号
、『

官
報』

第
二
三
一
九
号
、
大
正
九
年
四
月
二
八
日
、
七
〇
九
頁
・
七
一
〇
頁
。)

が
あ
る
。

(

�)
｢

詔
書

朕
皇
太
子
裕
仁
親
王
結
婚
ノ
礼
ヲ
行
フ
ニ
当
リ
広
ク
其
ノ
慶
福
ヲ
頒
タ
ム
コ
ト
ヲ
念
ヒ
特
ニ
有
司
ニ
命
シ
テ
減
刑
ノ
事
ヲ
行
ハ
シ

ム
爾
有
衆
其
レ
克
ク
朕
カ
意
ヲ
体
セ
ヨ｣

(

詔
書
、『

官
報』

号
外
、
大
正
一
三
年
一
月
二
六
日
、
一
頁
。
詔
書
抄
録
、『

台
湾
総
督
府
報』

第

三
一
五
六
号
、
大
正
一
三
年
二
月
七
日
、
二
七
頁)

。

(

�)
｢

減
刑
令｣

(

勅
令
第
一
〇
号
、『
官
報』

号
外
、
大
正
一
三
年
一
月
二
六
日
、
一
頁
〜
三
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

第
三
一
五
六
号
、
大
正

一
三
年
二
月
七
日
、
二
七
頁
・
二
八
頁)
。

(

	)
｢

詔
書

朕
大
故
ニ
遭
遇
シ
傷
悼
已
マ
ス
此
ニ
有
辜
ヲ
矜
ミ
憲
章
ニ
循
ヒ
テ
恩
赦
ヲ
行
ヒ
以
テ
朕
カ
罔
極
ノ
哀
ヲ
申
ヘ
ム
ト
ス
百
僚
有
衆
其

レ
克
ク
朕
カ
意
ヲ
体
セ
ヨ｣
(

詔
書
、『

官
報』
号
外
、
昭
和
二
年
二
月
七
日
、
一
頁
。
詔
書
抄
録
、『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
昭
和
二
年
二

月
七
日
、
一
頁
。
詔
書
抄
録
、『

台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
昭
和
二
年
二
月
一
五
日
、
一
頁)

。

(


)
｢

大
赦
令｣
(

勅
令
第
一
一
号
、『

官
報』

号
外
、
昭
和
二
年
二
月
七
日
、
一
頁
〜
三
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
昭
和
二
年
二
月
七
日
、

一
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
昭
和
二
年
二
月
一
五
日
、
一
頁
〜
三
頁)

。

(

�)
｢

減
刑
令｣

(

勅
令
第
一
二
号
、『

官
報』

号
外
、
昭
和
二
年
二
月
七
日
、
三
頁
〜
五
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
昭
和
二
年
二
月
七
日
、

二
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
昭
和
二
年
二
月
一
五
日
、
三
頁
〜
五
頁)

。
(

�)
｢

復
権
ニ
関
ス
ル
件｣

(

勅
令
第
一
三
号
、『

官
報』

号
外
、
昭
和
二
年
二
月
七
日
、
五
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
昭
和
二
年
二
月
七

日
、
二
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
昭
和
二
年
二
月
一
五
日
、
五
頁)
。

(

)
｢

諭
告

恩
赦
令｣

(

諭
告
第
一
号
、『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
昭
和
二
年
二
月
七
日
、
一
頁)

。
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(

�)
｢

大
赦
令
施
行｣

(

告
示
第
一
三
号
、『

官
報』

第
五
六
号
、
昭
和
二
年
三
月
一
〇
日
、
二
五
〇
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
昭
和
二
年

二
月
七
日
、
一
頁)

。

(
�)

｢

恩
赦
令
改
正｣

(

勅
令
第
一
〇
号
、『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
昭
和
二
年
二
月
五
日
、
一
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

第
三
五
号
、
昭
和
二

年
二
月
一
五
日
、
四
四
頁
・
四
五
頁)

。

(

�)
｢

恩
赦
令
施
行
規
則
改
正｣

(

府
令
第
二
二
号
、『

台
湾
総
督
府
報』

第
七
七
号
、
昭
和
二
年
四
月
一
二
日
、
四
六
頁)

。

(

�)
｢

詔
書

恩
赦
令

(

詔
書
、『

官
報』

号
外
、
昭
和
三
年
一
一
月
一
〇
日
、
一
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
昭
和
三
年
一
一
月
一
〇
日
、

一
頁
。
昭
和
三
年
一
一
月
一
八
日
、
一
頁)

。

(

�)
｢

減
刑
令｣

(
勅
令
第
二
七
〇
号
、『

官
報』

号
外
、
一
頁
・
二
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
昭
和
三
年
一
一
月
一
〇
日
、
一
頁
。
昭
和

三
年
一
一
月
一
八
日
、
一
頁
・
二
頁)

。

(

�)
｢

復
権
令｣

(

勅
令
第
二
七
一
号
、『

官
報』

号
外
、
昭
和
三
年
一
一
月
一
〇
日
、
二
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
昭
和
三
年
一
一
月
一

〇
日
、
二
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』
号
外
、
昭
和
三
年
一
一
月
一
八
日
、
二
頁)

。

(

�)
｢

諭
告

恩
赦
令｣

(

諭
告
第
一
号
、『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
昭
和
三
年
一
一
月
一
〇
日
、
一
頁)

。

(

	)
｢

詔
書

恩
赦
令｣

(

詔
書
、『

官
報』
号
外
、
昭
和
九
年
二
月
一
一
日
、
一
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
一
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

第

二
〇
三
〇
号
、
昭
和
九
年
二
月
二
〇
日
、
六
三
頁)

。
(


)
｢

減
刑
令｣

(

勅
令
第
二
〇
号
、『

官
報』

号
外
、
昭
和
九
年
二
月
一
一
日
、
一
頁
・
二
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
一
頁
。『

台
湾
総
督

府
報』

第
二
〇
三
〇
号
、
昭
和
九
年
二
月
二
〇
日
、
六
三
頁)

。
(

�)
｢

復
権
令｣
(

勅
令
第
一
九
号

『

官
報』

号
外
、
昭
和
九
年
二
月
一
一
日
、
二
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
一
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

第
二
〇
三
〇
号
、
昭
和
九
年
二
月
二
〇
日
、
六
三
頁)

。

(

�)
｢

諭
告

恩
赦
令｣

(

諭
告
第
一
号
、『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
昭
和
九
年
二
月
一
一
日
、
一
頁
・
二
頁)

。

(

)
｢

恩
赦
令
改
正｣

(

勅
令
第
三
九
三
号
、『

官
報』

号
外
、
昭
和
九
年
一
二
月
二
六
日
、
一
三
頁)

。

(

�)
｢

詔
書

恩
赦
令｣

(

詔
書
、『

官
報』

号
外
、
昭
和
一
三
年
二
月
一
一
日
、
一
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

第
三
二
〇
五
号
、
昭
和
一
三
年
二

月
一
五
日
、
六
一
頁)

。
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(

�)
｢

減
刑
令｣

(

勅
令
第
七
六
号
、『

官
報』

号
外
、
昭
和
一
三
年
二
月
一
一
日
、
一
頁
・
二
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

第
三
二
〇
五
号
、
昭
和

一
三
年
二
月
一
五
日
、
六
一
頁)

。

(
�)

｢

復
権
令｣

(

勅
令
第
七
七
号
、『

官
報』

号
外
、
昭
和
一
三
年
二
月
一
一
日
、
二
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

第
三
二
〇
五
号
、
昭
和
一
三
年

二
月
一
五
日
、
六
一
頁
・
六
二
頁)

。

(

�)
｢

詔
書

恩
赦
令｣

(『

御
署
名
原
本』

昭
和
一
五
年
、
昭
和
一
五
年
二
月
一
一
日
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド�

�����������

。
詔
書
、『

官

報』

号
外
、
昭
和
一
五
年
二
月
一
一
日
、
一
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
昭
和
一
五
年
二
月
一
一
日
、
一
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

第
三
八

一
〇
号
、
昭
和
一
五
年
二
月
一
六
日
、
四
一
頁)

。

(

�)
｢

減
刑
令｣

(
勅
令
第
四
五
号
、『

官
報』

号
外
、
昭
和
一
五
年
二
月
一
一
日
、
一
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
昭
和
一
五
年
二
月
一
一

日
、
一
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

第
三
八
一
〇
号
、
昭
和
一
五
年
二
月
一
六
日
、
四
一
頁
・
四
二
頁)

。

(

�)
｢

復
権
令｣

(

勅
令
第
四
六
号
、『

官
報』

号
外
、
昭
和
一
五
年
二
月
一
一
日
、
一
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
昭
和
一
五
年
二
月
一
一

日
、
一
頁
・
二
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

第
三
八
一
〇
号
、
昭
和
一
五
年
二
月
一
六
日
、
四
二
頁)

。

(

�)
｢

諭
告

恩
赦
令｣

(

諭
告
第
一
号
、『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
昭
和
一
五
年
二
月
一
一
日
、
二
頁)

。

(

�)
｢

復
権
令｣

(

勅
令
第
九
四
号
、『

官
報』
号
外
、
昭
和
一
七
年
二
月
一
八
日
、
一
頁
。『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
昭
和
一
七
年
二
月
一
八

日
、
一
頁)

。

(

	)
｢

諭
告

恩
赦
令｣
(

諭
告
第
一
号
、『

台
湾
総
督
府
報』

号
外
、
昭
和
一
七
年
二
月
一
八
日
、
一
頁)

。

(


)
｢

詔
書

恩
赦｣
(

詔
書
、『

官
報』

号
外
、
昭
和
二
〇
年
一
〇
月
一
七
日
、
一
頁)

。

(

�)
｢

大
赦
令｣
(

勅
令
第
五
七
九
号
、『

官
報』

号
外
、
昭
和
二
〇
年
一
〇
月
一
七
日
、
一
頁
・
二
頁)

。

(

�)
｢

減
刑
令｣

(

勅
令
第
五
八
〇
号
、『

官
報』

号
外
、
昭
和
二
〇
年
一
〇
月
一
七
日
、
二
頁)

。

(

)
｢

復
権
令｣

(

勅
令
第
五
八
一
号
、『

官
報』

号
外
、
昭
和
二
〇
年
一
〇
月
一
七
日
、
二
頁
・
三
頁)

。

(

�)

前
註

(

�)

同
掲
。

(

�)

前
註

(

�)

同
掲
。

(

�)

前
註

(

�)

同
掲
。
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(

�)

前
註

(

�)

同
掲
。

(
�)

｢

特
赦
及
減
刑
ニ
関
ス
ル
件｣

(

勅
令
第
二
一
五
号
、『

台
湾
総
督
府
報』

第
二
五
四
四
号
、
明
治
四
一
年
一
〇
月
六
日
、
二
四
頁
・
二
五
頁)

。

(
�)

｢

軍
法
会
議
ニ
於
テ
刑
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ノ
特
赦
及
減
刑
ニ
関
ス
ル
件｣

(

勅
令
第
二
一
六
号
、『

台
湾
総
督
府
報』

第
二
五
四
四
号
、

明
治
四
一
年
一
〇
月
六
日
、
二
五
頁)

。

(

�)
｢

明
治
四
一
年
勅
令
第
二
一
五
号
ヲ
韓
国
、
台
湾
、
関
東
州
及
帝
国
カ
治
外
法
権
ヲ
行
使
ス
ル
地
域
ニ
於
ケ
ル
特
赦
及
減
刑
ニ
準
用
ス
ル
ノ

件｣
(

勅
令
第
二
一
六
号
、『

台
湾
総
督
府
報』

第
二
三
〇
号
、
明
治
四
一
年
一
〇
月
六
日
、
二
六
頁
・
二
七
頁)

。

(

�)

前
註

(

�)
同
掲
。

(

	)
｢

恩
赦
令
中
改
正
ノ
件｣

(

勅
令
第
一
〇
号
、
枢
密
院
関
係
文
書
、
枢
密
院
決
議
・
昭
和
二
年
二
月
二
日
会
議
議
案
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー

ド
枢�

��������)

。

(


)
｢

減
刑
令
執
行
ニ
関
シ
新
竹
庁
ヘ
指
令
並
ニ
各
庁
ヘ
通
達
ノ
件｣

(『

明
治
三
一
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
甲
種
永
久
保
存
第
一
〇
巻』

第
一

九
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
〇
二
四
九)
。

(

�)

前
註

(

�)

同
掲
。

(

)

前
註

(

２)

同
掲
。

(

�)

台
湾
官
界
の
疑
獄
事
件
に
よ
り
非
職
。
檜
山
幸
夫
著

｢

台
湾
統
治
の
機
構
改
革
と
官
紀
振
粛
問
題
―
明
治
三
〇
年
の
台
湾
統
治
―｣

(『

台
湾

総
督
府
文
書
目
録』

第
三
巻
解
説
、
三
二
五
頁
〜
四
四
〇
頁
を
参
照)

。

(

�)

前
註

(


)

同
掲
。

(

�)

同
上
。

(

�)

前
註

(

�)

同
掲
。

(

�)

前
註

(

２)

同
掲
。

(

�)
｢

皇
太
后
陛
下
ノ
大
喪
ニ
際
シ
台
湾
新
附
ノ
民
ニ
恵
沢
ヲ
施
サ
ム
カ
為
大
赦
ヲ
行
フ
ノ
件｣

件
番
号
二
三
、
類��������

、
レ
フ
ァ
レ
ン

ス
コ
ー
ド�

�	�����	���

、『

公
文
類
聚』

第
二
一
編
、
明
治
三
〇
年
、
第
一
巻)

。
(

�)

前
註

(

�)

同
掲
。
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(

�)

前
註

(

８)

同
掲
。

(
�)

青
地
で
サ
イ
ン
が
あ
る
。

(
�)
同
上
。

(

�)
文
中
の
記
号
は
次
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
訂

[
]

は
、
訂
正
で
、
訂

[

Ａ]
(

Ｂ)

は
、
Ａ
を
Ｂ
に
直
し
た
も
の
。
補

(
)

の
補

(

Ｃ)
は
、
Ｃ
を
補
足
し
た
も
の
。
削

[
]

の
削

[

Ｄ]

は
、
Ｄ
を
抹
消
し
た
も
の
。

(

�)

前
註

(
８)

同
掲
。

(

�)

前
註

(

�)
同
掲
。

(

	)
｢

大
赦
令
減
刑
令
ノ
恩
典
ニ
浴
シ
タ
ル
者
及
一
般
人
民
ノ
感
情｣

『

明
治
三
十
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
甲
種
永
久
保
存
第
十
五
巻』

第
四

七
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
〇
一
三
五)

。

(


)
『

公
文
類
聚』

第
二
一
編
、
明
治
三
〇
年
、
第
一
巻
、
皇
室
門
・
内
延
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド�

�����������)

。

(

�)

前
註

(

�)

同
掲
。

(

�)

同
上
。

(

)
『

刑
法』

(『

法
令
全
書』

第
二
編

｢
公
益
ニ
関
ス
ル
重
罪
軽
罪｣

第
三
章

｢

静
謐
ヲ
害
ス
ル
罪｣

第
二
節

｢

官
吏
ノ
職
務
ヲ
行
フ
ヲ
妨
害
ス

ル
罪｣

(『

法
令
全
書』

、
内
閣
官
報
局
、
明
治
一
三
年
七
月

太
政
官

布
告

第
三
六
号
、
一
二
四
頁
・
一
二
五
頁)

。

第
百
三
十
九
条

官
吏
其
職
務
ヲ
以
テ
法
律
規
則
ヲ
執
行
シ
又
ハ
行
政
司
法
官
署
ノ
命
令
ヲ
執
行
ス
ル
ニ
当
リ
暴
行
脅
迫
ヲ
以
テ
其
官
吏
ニ

抗
拒
シ
タ
ル
者
ハ
四
月
以
上
四
年
以
下
ノ
重
禁
錮
ニ
処
シ
五
円
以
上
五
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

暴
行
脅
迫
ヲ
以
テ
其
官
吏
ノ
爲
ス
可
カ
ラ
サ
ル
事
件
ヲ
行
ハ
シ
メ
タ
ル
者
亦
同
シ

第
百
四
十
条

前
条
ノ
罪
ヲ
犯
シ
因
テ
官
吏
ヲ
殴
傷
シ
タ
ル
者
ハ
殴
打
創
傷
ノ
各
本
条
ニ
照
シ
一
等
ヲ
加
ヘ
重
キ
ニ
従
テ
処
断
ス

第
百
四
十
一
条

官
吏
ノ
職
務
ニ
対
シ
其
目
前
ニ
於
テ
形
容
若
ク
ハ
言
語
ヲ
以
テ
侮
辱
シ
タ
ル
者
ハ
一
月
以
上
一
年
以
下
ノ
重
禁
錮
ニ
処
シ

五
円
以
上
五
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

其
目
前
ニ
非
ス
ト
雖
モ
刊
行
ノ
文
書
図
書
又
ハ
公
然
ノ
演
説
ヲ
以
テ
侮
辱
シ
タ
ル
者
亦
同
シ

(

�)

前
註

(

�)

同
掲
。
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(

�)
｢

皇
太
后
陛
下
崩
御
ニ
付
死
刑
執
行
ヲ
停
止
ス｣

(

件
番
号
一
七
、『

公
文
類
聚』

第
二
一
編
・
明
治
三
〇
年
・
第
一
巻
、
皇
室
門
・
内
延
、

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド�

�����������)

。

(
�)

『

明
治
天
皇
紀』

第
九
巻
、
明
治
三
〇
年
一
月
一
二
日
、
一
八
〇
頁
。

(

�)
『

明
治
三
十
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
甲
種
永
久
保
存
第
十
五
巻』

第
三
四
文
書
〜
第
四
七
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
〇
一
三
五
。

(

�)
｢

記
録
規
則
制
定
ノ
件｣

(『

明
治
二
九
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
永
久
甲
種
第
五
巻』

第
二
六
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
〇
〇
六
〇)

。

(

�)

同
上
。

(

�)
｢

従
恩
赦
文
書
看
臺
灣
總
督
府
之
文
書
管
理
－
恩
赦
文
書
か
ら
見
る
台
湾
総
督
府
の
文
書
管
理｣

(『

第
七
届
臺
灣
總
督
府
�
案
學
術
研
討
會

論
文
集』

、
國
史
館
臺
灣
文
獻
館
・
二
〇
一
三
年
五
月
、
三
九
一
頁
〜
四
二
四
頁
所
収
、
台
湾
南
投
市)

。

(

	)

こ
の
表
の
新
法
院
と
旧
法
院
の
違
い
は
、
備
考
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
軍
政
中
の
組
織
に
係
わ
る
法
院
に
て
日
令
第
二
一
号
即
ち
台
湾

住
民
刑
罰
令
を
適
用
し
処
断
し
た
者
を
い
い
、
新
法
院
と
は
、
昨
年
五
月
律
令
第
一
号
に
よ
り
法
院
開
設
後
処
断
せ
ら
れ
た
る
者
を
指
す
。

｢

大
赦
令
及
減
刑
令
執
行
表｣

(『
明
治
三
十
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
甲
種
永
久
保
存
第
十
五
巻』

、
第
四
六
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
〇
一
三
五)

。

(


)

台
北
県
警
察
用
一
一
行
×
２
朱
罫
紙
五
枚
に
墨
筆
、
前
註

(

�)

同
掲
載
。

(

�)

台
北
県
警
察
用
一
一
行
×
２
朱
罫
紙
七
枚
に
墨
筆
、
同
上
。

(

)

台
南
県
用
一
三
行
×
２
朱
罫
紙
二
枚
に
墨
筆
、
同
上
。

(

�)

台
湾
総
督
府
民
政
局
用
一
一
行
朱
罫
紙
一
枚
に
墨
筆
、
同
上
。

(

�)

台
中
県
用
一
〇
行
×
２
朱
罫
紙
二
枚
に
墨
筆
、
同
上
。

(

�)

澎
湖
島
庁
用
一
二
行
×
２
朱
罫
紙
一
枚
に
墨
筆
、
同
上
。

(

�)

台
湾
総
督
府
民
政
局
起
案
用
一
枚
と
台
湾
総
督
府
民
政
局
用
一
三
行
×
２
朱
罫
紙
二
枚
に
墨
筆
、
同
上
。

(

�)
｢

大
赦
令
ニ
関
ス
ル
件｣

(『

明
治
三
〇
年
元
台
北
県
公
文
類
纂
永
久
保
存
第
一
五
巻』

第
一
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
九
一
一
〇)

。

(

�)

同
上
。

(

�)
｢

皇
太
后
陛
下
崩
御
ニ
関
ス
ル
一
件
書｣

(『

明
治
三
〇
年
元
台
北
県
公
文
類
纂
永
久
保
存
第
一
一
一
巻』

第
六
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
九
七
七

〇)

。
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(

�)
｢

皇
太
后
陛
下
崩
御
大
赦
及
減
刑
ニ
関
ス
ル
件｣

(『

明
治
三
〇
年
元
台
北
県
公
文
類
纂
永
久
保
存
第
一
一
一
巻』

第
八
文
書
、
簿
冊
番
号
〇

九
七
七
〇)

。

(
�)

｢

皇
太
后
陛
下
崩
御
ニ
関
ス
ル
一
件
書｣

(『

明
治
三
〇
年
元
台
北
県
公
文
類
纂
永
久
保
存
第
九
二
巻』

第
二
〇
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
九
七
五

二)
。

(

�)
｢

囚
情｣

(『

大
正
三
年
台
湾
総
督
府
事
務
成
績
提
要』

第
二
〇
編
、
第
四
章
民
政
部
法
務
部
、
四
六
九
頁)

。

(

�)

前
註

(
�)

同
掲
。

＊
本
研
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費(�

�
��������

、�
�
��	
�
�	)

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。
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